
令和５年第１回西予市議会定例会総務常任委員会会議録 

 

１．招 集 年 月 日 令和５年３月７日 

１．招 集 の 場 所 第１委員会室 

１．開 会 令和５年３月７日 

           午前９時００分 

１．散      会 令和５年３月７日 

           午後３時４７分 

１．出 席 委 員 

    委員長   河野 清一 

    副委員長  加藤 美香 

    委員    佐藤 恒夫 

    委員    小玉 忠重 

    委員    源  正樹 

    委員    中村 敬治  

１．欠 席 委 員 

  な  し 

１．出 席 説 明 員 

   総務部長        山住 哲司 

政策企画部長      宇都宮明彦 

   消防本部消防長     酒井 広一 

   野村支所長       大森 寿和 

   総務課長        兵頭 章夫 

   危機管理課長      谷川 和久 

   税務課長        宮中 英希 

   財政課長        安岡 克敏 

   監理用地課長      松本 豊和 

   まちづくり推進課長   長野 静香 

   政策推進課長      原井川英一 

   消防署長        大西 信介 

   消防総務課長      宇都宮憲治 

   防災課長        山本 清久 

   総務課長補佐      大﨑 伸一 

   総務課長補佐      岡本 夕佳 

   危機管理課長補佐    三好 栄治 

   危機管理監       兵頭 浩樹 

   財政課長補佐      沖野 貴洋 

   監理用地課長補佐    山下みさと 

   まちづくり推進課長補佐 清家 昌弘 

まちづくり推進課長補佐 安田  司 

政策推進課長補佐    末盛 桂子 

   政策推進課室長     上甲 宏之 

   消防総務課長補佐    德山  隆 

   復興支援室長      岡田 拓郎 

   総務課係長       兵頭 栄治 

総務課係長       角藤 展行 

 

総務課係長       宮本ふみか 

   選挙管理委員会係長   森岡 光雄 

   危機管理課係長     宇都宮雅己 

   危機管理課係長     寺岡  誠 

   監理用地課係長     竹内  健 

   まちづくり推進課係長  宇都宮弘志郎 

   まちづくり推進課係長  片山 大輔 

   まちづくり推進課係長  徃田  剛 

   政策推進課係長     清家 祐一 

   政策推進課係長     山村 正志 

   政策推進課係長     脇本美登利 

   政策推進課係長     後畠 康宏 

   消防総務課係長     兵頭 英樹 

１．出席議会事務局職員 

   書記  瀧川 健二 

１．会議に付した事件  

 議案第 10号 西予市情報公開条例の一部を改

正する条例制定について 

 議案第 11号 西予市職員定数条例の一部を改

正する条例制定について 

 議案第 12号 西予市職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例制定につ

いて 

 議案第 13号 西予市財産の交換、譲与、無償

貸付け等に関する条例の一部を

改正する条例制定について 

 議案第 21号 西予市消防手数料条例の一部を

改正する条例制定について 

 議案第 25号 西予市過疎地域持続的発展計画

の変更について 

 議案第 36号 令和５年度西予市一般会計予算 

 議案第 46号 西予市生活交通バス条例の一部

を改正する条例制定について 

１．会 議 の 経 過  別紙のとおり 
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 開会 午前９時00分 

○加藤副委員長 

これより、令和５年第１回定例会総務常任委員

会を開会いたします。開会にあたり、委員長より

挨拶があります。 

○河野委員長 

委員長が挨拶を行う。 

○加藤副委員長 

次に、山住部長より挨拶をお願いいたします。 

○山住総務部長 

山住部長が挨拶を行う。 

○加藤副委員長 

議案審査に移る前に注意事項を申し上げます。

発言の際は挙手の上、委員長の許可を得て発言し

てください。それではこれよりの進行は委員長が

行います。 

 

【総務部】 

【総務課】 

○河野委員長 

それでは、総務課の審査を行います。 

議案第 10 号「西予市情報公開条例の一部を改

正する条例制定について」を議題といたします。

兵頭課長の説明を求めます。 

○兵頭総務課長 

それでは、議案第 10 号「西予市情報公開条例

の一部を改正する条例制定について」提案理由の

説明を申し上げます。 

本条例に基づく開示請求権者につきましては、

市内に住所を有することを条件とするなど、一部

限定的な取扱いとしておりましたが、昨今の情報

化の進展や行政活動の広域化に伴い、市の諸活動

に対する内外の関心は高くなっており、市政に関

心とかかわりを有する者は、市民に限定されなく

なってきている状況がございます。 

今回の改正につきましては、公正で開かれた市

政の一層の推進に寄与することを目的として、何

人も公文書の開示を請求することができるよう、

開示請求権者を市民以外にも拡大するため、本条

例の一部を改正するものです。 

以上、よろしく御審議の上、御決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

○河野委員長 

兵頭課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

今までは市内のみの情報公開ということをお聞

きして、今回、市外とか県外からの情報を公開す

るっていうふうになったということですが、今ま

でに、市内以外の方からの情報公開を求められた

ってことはどのくらい件数があったのでしょうか。 

○兵頭総務課長 

ここ数年におきましてですが、年間に２、３件

ほどでございます。主なものは民間企業から、営

利目的のものとか、また、マスコミが報道目的の

ものでそういう請求があったことがございます。 

○中村委員 

今のような関連質問ですが、市内の請求が、過

去どの程度あったのか、またその施行規則にもあ

りますように料金がそれぞれ紙媒体、フィルムで

のいろいろな料金が違うわけですけれども、その

料金なども分かればお願い出来たらと思います。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時９分） 

○河野委員長 

再開を告げる。  （再開 午前９時９分） 

○兵頭総務課長 

先に公開請求の件数から御説明いたします。 

ここ数年で言いますと、令和元年度からですが

12 件、令和２年度が 15 件、令和３年度が 11 件、

令和４年度これは２月末現在ですが 37 件となっ

ております。料金のほうにつきましては、担当の

角藤係長から回答させていただきます。 

○角藤総務課係長 

料金の関係ですけれども、公文書の写しに係る

料金ということで、公文書のＡ４１枚につきまし

て白黒が 20 円、カラーが１枚につきまして 50 円

というふうな料金設定、基本的にはそういうふう

な料金設定になっております。 

○中村委員 

お尋ねしたいのは、今、例えば令和４年度で

37 件とありますが、合計金額は幾らぐらいにな

るかということなんですが。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 10 分） 

○河野委員長 

再開を告げる。  （再開 午前９時 11 分） 



- 3 - 

 

○兵頭総務課長 

ただいまの御質問の料金に関しましては後ほど

調べまして回答させていただきます。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 10 号「西予市情報

公開条例の一部を改正する条例制定について」原

案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

次に、議案第 11 号「西予市職員定数条例の一

部を改正する条例制定について」を、議題といた

します。兵頭課長の説明を求めます。 

○兵頭総務課長 

議案第 11 号「西予市職員定数条例の一部を改

正する条例制定について」提案理由の御説明を申

し上げます。 

今回の職員定数の改正は、令和７年４月から三

瓶町を西予市消防本部が管轄することとして協議

を進めていることに伴い、消防職員定数を 72 人

から 88 人に拡充し、三瓶分署への人員配置に備

えるものです。職員の増員につきましては、八幡

浜地区施設事務組合消防本部と協力しながら、段

階的な増員を図り、令和７年度には、万全の体制

で臨めるよう取り組んでまいります。 

以上、よろしく御審議の上、御決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

○河野委員長 

兵頭課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

令和７年の三瓶の消防体制が整うために 16 名

あたりの増員になるんですかな。今、72 が 88 に

なるっていうことは、段階的にって言われており

ましたけども、その段階的っていうのは、どのく

らいな感じで増やしていこうってお考えなんでし

ょうか。 

○兵頭総務課長 

ただいまの御質問につきましては本日、消防総

務課の宇都宮課長が同席しておりますのでそちら

から回答していただきます。 

○宇都宮消防総務課長 

ただいまの佐藤委員からの御質問でございます

けれども、まず、令和７年度から西予市消防が管

轄することにより、最終的には 16 人の職員を確

保する必要がありますが、三瓶住民に対する切れ

目ない消防のサービス実現すること。また、消防

本部の人員調整や緩やかなスムーズな移行を図る

ために、職員の転籍や人事交流案も含め、現在協

議しているところでございます。 

協議結果に基づいて、当署本部の採用人員を調

整することになると考えております。現在のとこ

ろ、具体的な数字等は検討中でございますので相

手もいることでございますので、御回答を控えさ

せていただきたいと思います。 

○佐藤委員 

三瓶の消防体制っていうのは、今多分 14 人ぐ

らいでなされとると思うんですよね。そこの中で、

八幡浜との協議をしながらの増員になってこよう

かと思いますが、しっかりと体制ができるように

やっていただきたいと思います。意見的なものに

なったんですが、段階的、何人とかっていうのは

決まってないっていうことだったので、そういう

ふうにちょっと申し上げた次第でありますが、三

瓶の消防のほうよろしくお願いをいたします。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

○中村委員 

ただいま消防総務課長から説明がありましたが、

八幡浜とまだ協議中ということでなかなか分かり

づらい点もあるかと思うんですが、要するにラス

パイレス指数など相対的な数値から見ますと、西

予市よりは相当八幡浜市が 100 に近い、98 ぐら

いだったかなあ、そういうようなことで、給与体

系が相当職員の今勤めておられる人から見ますと

激変する可能性もあるのかなという気がしておる

わけですけれども、その辺も含めて対応されてお

るんだろうと思うんですけれども、逆に今までの

状況の中で 14 人の今の三瓶の広域消防の中で、

八幡浜のほうへ移りたいと、既に言われておるよ

うな人はおられるんでしょうか。その辺お伺いし

ます。 
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○宇都宮消防総務課長 

西予市消防本部から八幡浜に移りたいではなく、

転籍の問題でしょうか。 

○中村委員 

転籍ですね。今現に八幡浜のほうから、西予市

へ来るという形になると思うその可能性が 16 人

増員ということになると多いと思うんですけど、

西予市へ早い話が、給料が安いから行きにくいと

いうような状況になるんじゃなかろうかと予測が

できるわけです。そういうような問題は生じてな

いのかなと思いましてですね。 

○宇都宮消防総務課長 

ただいまの中村委員の質問でございますが、転

籍に関わる問題かなと思いますけれども、現在八

幡浜消防本部職員のうち、三瓶町出身者を対象に

転籍希望調査を実施しているところでございます。

その最中でございますので、相手もございますの

で、この件についても、人数と具体的な回答は控

えさせていただきたいと思いますが、現在検討中

でございます。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 11 号「西予市職員

定数条例の一部を改正する条例制定について」原

案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 19 分） 

○河野委員長 

再開を告げる。  （再開 午前９時 22 分） 

議案第 12 号「西予市職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例制定について」を議題とい

たします。 

兵頭課長の説明を求めます。 

○兵頭総務課長 

議案第 12 号「西予市職員の給与に関する条例

の一部を改正する条例制定について」提案理由の

御説明を申し上げます。 

正規職員の昇給につきましては、現在導入して

おります人事評価の結果に基づき、良好な成績で

勤務した職員の昇給については、４号級を標準と

し、55 歳を超える職員については、２号給とし

て運用してきたところです。 

今回の改正は、国及び愛媛県の取扱いに準じ、

55 歳を超える職員の昇給については、人事評価

による勤務成績が良好な成績以下では、昇給を行

わないものとし、特に良好な成績である場合に限

り昇給とするよう改定を行うものであります。 

以上、よろしく御審議の上、御決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

○河野委員長 

兵頭課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 12 号「西予市職員

の給与に関する条例の一部を改正する条例制定に

ついて」原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

続きまして、議案第 36 号「令和５年度西予市

一般会計予算」のうち総務課所管分を議題といた

します。 

兵頭課長の説明を求めます。 

○兵頭総務課長 

議案第 36 号「令和５年度西予市一般会計予

算」のうち総務課所管分について説明をさせてい

ただきます。 

今回の当初予算書に記載の歳入歳出別予算につ

きましては、別途に配付させていただいておりま

す。令和５年度当初予算説明資料にまとめており

ますので、この資料に基づいて説明をさせていた

だきます。なお、各予算の内容についても、資料

に記載をしておりますので、説明は主なものを抜

粋して行わせていただきます。 

まず、歳出予算から説明させていただきます。

説明資料の左上にページ番号がありますので１ペ

ージを御覧ください。なお、予算書のページ番号
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につきましては、資料の備考欄に記載をしており

ます。 

2 款総務費、1 項総務管理費、1 目一般管理費

のうち、総務課所管分の事務事業としましては、

一般管理費庶務事業（総務）から職員給与費（一

般管理費）までの 19 事業となります。なお、令

和４年度においては、一般管理費に 31 事業の総

務課所管の事務事業がございましたが、令和５年

度に向けて、市全体の事務事業見直しにて統廃合

が行われ、事業数が大幅に減少しております。 

まず初めに、一般管理費庶務事業（総務）の

1400 万円につきましては、総務課行政係と総務

係及び支所地域生活課の庶務的経費となります。

なお、先ほど説明しましたとおり、事務事業の統

廃合にて、令和４年度予算では、個別の事務事業

予算として計上していました情報公開個人情報保

護審査会及び行政不服審査会の委員報酬、指定管

理者等選定評価委員会の委員報償金、顧問弁護士

委託料及び訴訟に伴う費用を、この事務事業にま

とめて計上させていただいております。 

続きまして、庁舎日直事業の 116 万 1000 円に

つきましては、12 月議会の行政報告会で説明し

ましたとおり、４月から各支所の日直を廃止し、

本庁に日直業務を集約することに合わせて、現在

は、正規職員が２名体制で行っております本庁日

直業務を、市で雇用する会計年度任用職員１人と、

業務委託による派遣職員１人を合わせた２名体制

に変更するため、そのうちの派遣職員分の業務委

託費と、病気等で日直者が欠員した場合に備えて、

代替で正規職員が日直を行うための手当を計上し

ております。 

次に、行政連絡協議会事業の 4834 万 2000 円は、

既定の計算式に基づく行政連絡委託料及び理事会

各支部代表区長会等の報償金を計上しております。 

一般管理費庶務事業（人事）の 1219 万 8000 円

は、総務課人事係の庶務的経費に合わせて、こち

らも令和４年度予算には個別の事務事業として計

上しておりました特別職報酬等審議会委員の報酬、

職員証発行手数料、安全運転管理者講習受講手数

料、総合賠償及び災害対策費用保険料、職員互助

会負担金等を、この事務事業にまとめて計上させ

ていただいております。 

職員研修事業の 76 万 2000 円では、今回の財政

事情を鑑み、愛媛県研修所が実施する各役職職員

向けの研修、新規採用職員研修、人事評価研修の

みに絞って予算を計上させていただいております。

ただ、予算自体は削減していますが、職員が講師

として対応するなど、予算がかからない方法も用

いながら、このほかにも研修を実施していく予定

としております。 

派遣職員管理事業の 667 万 1000 円では、令和

５年度に派遣を行う総務課付職員に対する必要経

費を計上しております。 

次に、一般管理費庶務事業（秘書）466 万

2000 円は、秘書係の庶務的経費に合わせて、こ

ちらも令和４年度予算には個別の事務事業予算と

して計上していました理事者の出張旅費、公用車

の運転代行委託料、市長会等の諸会議負担金、特

に、顕著な成績があった市民等を表彰するキラリ

西予大賞の報奨金等をまとめて計上させていただ

いております。 

会計年度任用職員給与費（一般管理費庶務事業

（総務））の 3309 万 6000円では、本庁総務課の

電話交換、文書事務、逓送便業務、秘書事務及び

支所地域生活課の事務補助を行う会計年度任用職

員の経費と、市が行う行政処分に対する不服申立

てがあった場合に審査を行う外部人材審理員の経

費を計上しています。 

次に、会計年度任用職員給与費（庁舎日直事

業）の 109 万 1000 円では、先ほど説明しました

本庁日直業務における会計年度任用職員分の給与

を計上しております。 

次に、会計年度任用職員給与費（一般管理費庶

務事業（人事））の 236 万 1000 円では、職員の

健康診断及びストレスチェック結果の分析と注意

が必要な職員への面談等を行っていただく保健師

と、年末調整時の繁忙期限定で雇用する短期事務

補助職員の給与を計上しております。 

次に、職員給与費（一般管理費）の 5 億

9048 万 9000 円では、市長、副市長及び本庁総務

課、支所地域生活課の正規職員の人件費となりま

す。 

次に、2 款 1 項 2 目文書広報費、文書配達事業

（郵便）の 660 万 1000 円では、本庁及び４支所

の年間郵便料を計上しています。 

続きまして、2 款 1 項 5 目財産管理費、野村支

所庁舎建設事業の 1 億 9453 万円では、旧野村支

所庁舎の解体及び解体後の駐車場整備に係る工事



- 6 - 

 

費と、旧庁舎の不要備品等の処分委託料を計上し

ています。 

次に、2 款 1 項 7 目公平委員会費、公平委員会

事業の 12 万 1000 円では、職員の利益の保護と公

平な人事権の行使を保障することを目的に設置さ

れています公平委員会における必要経費を計上し

ております。 

次に、2 款 1 項 9 目防犯対策費、防犯対策事業

の 1662 万 5000 円では、市管理の防犯灯の電気料

及び修繕料、地区が管理しています防犯灯の電気

料補助及び設置交換時の補助金等を計上しており

ます。 

次に、2 款 1 項 10 目交通安全対策費のうち、

交通安全対策事業の 1155 万 2000 円では、市管理

の交通安全灯の電気料及び修繕、設置工事費とカ

ーブミラー等の原材料支給を計上しております。

また、会計年度任用職員給与費（交通安全対策事

業）の 59 万 1000 円では、市内の交通安全指導員

の報酬を計上しております。 

次に、2 款 1 項 11 目情報推進事業費、情報シ

ステム管理運用事業のうち、総務課分の 30 万

8000 円は、職員の定年延長に対応するための人

事給与システム改修委託料を計上しております。 

資料２ページの青に色づけしております選挙分

の当初予算につきましては、この後の選挙管理委

員会分の審査にて説明させていただきます。 

総務課所管分の歳出予算は以上となりますが、

ここで、一般会計全体の人件費について説明させ

ていただきます。人件費の説明は、予算書に沿っ

て説明をさせていただきますので、予算書 203 ペ

ージの給与費明細書を御覧ください。 

まず、特別職の給与につきましては、市長、副

市長及び教育長、市議会議員、消防団員とか、選

挙の投開票の立会人等を含みますその他特別職の

給与費と、共済費を合わせた人件費総額で 2 億

7819 万 1000 円、前年比との比較では 603 万円の

減額となっております。 

続きまして予算書 204 ページをお開きください。

一般職の総括として、正規職員と会計年度任用職

員を含めた人数と金額を記載しております。令和

５年度の職員全体数ですが、括弧書きの短時間勤

務職員を含めて、1020.7 人となり、前年度比

54 人の減、人件費総額は 48 億 8770 万 1000 円で、

前年度比 3677 万 1000 円の減となっております。

職員手当の内訳につきましては下記に記載してお

りますので、後ほど御確認ください。 

予算書の 205 ページを御覧ください。先ほどの

全体職員数のうち、会計年度任用職員以外の職員

つまり一般職の正規職員となりますが、令和５年

度の正規職員の数は、括弧書きの短時間勤務職員

を含めて、534.7 人で、前年度から１人の減、人

件費総額は 39 億 5517 万 8000 円で、前年度比

3570 万 1000 円の減であります。正規職員数につ

きましては、定員管理計画にて、令和５年度に大

きな組織再編が予定されており、地域づくり活動

センターの稼働、本庁支所、教育委員会の業務体

制が変化することから、市民サービスに影響を及

ぼさないようにするため、令和４年度と同等の人

数を確保することとしております。なお、人数が

ほぼ変わらないのに予算が減額となっている理由

につきましては、時間外勤務手当の精査によるも

の、また、令和５年度より定年引上げとなり、定

年退職者が減少するため、退職手当負担金を減額

していることなどが要因となります。 

予算書の 206 ページをお開きください。令和５

年度のパートタイムを含む会計年度任用職員の総

数は、括弧書きのパートタイムを含めて 486 人で、

前年度から 53 人の減となっております。人件費

総額は 9 億 3252 万 3000 円で、前年度との比較で

107 万円の減であります。人数が減員となった主

な理由としましては、令和５年度の大きな組織再

編に伴い、正規職員の配置体制が変化する中で、

各所属における会計年度任用職員の必要性を精査

し、配置先及び採用予定人数見直しを行ったこと

と、同じく組織再編に伴い、各公民館が地域づく

り活動センターとなり、野村・城川地区に配置し

ておりました公民館での日夜直の廃止に伴う、会

計年度任用職員の減によるものです。人件費の説

明は以上となります。 

続きまして歳入予算について御説明します。 

説明資料に戻っていただきまして、３ページを

御覧いただいたらと思います。 

13 款使用料及び手数料、1 項使用料、1 目総務

使用料、1 節総務管理使用料の駐車場使用料

731 万 6000 円は、本庁及び各支所の正規職員及

び会計年度任用職員等が利用します指定駐車場の

使用料となります。 

14 款国庫支出金、2 項国庫補助金、5 目土木費
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国庫補助金、3 節都市計画費国庫補助金の都市構

造再編集中支援事業費国庫補助金 2369 万円、

18 款繰入金、2 項基金繰入金、11 目 1 節庁舎建

築事業基金繰入金 1 億 6580 万円は、歳出予算で

説明しました、旧野村支所庁舎の解体工事及び駐

車場整備に対する補助金と基金繰入金となります。 

最後に 20 款諸収入、5 項雑入、4 目雑入、2 節

総務費雑入の主なものとしましては、職員研修個

人徴収料これは自己負担分となりますが、121 万

4000 円、市から派遣する職員が入居する官舎の

家賃負担金として 61 万 2000 円、共済組合がん検

診等助成金として 214 万 3000 円、雇用保険料被

保険者負担分として 351 万 6000 円、後期高齢者

医療広域連合派遣職員給与費負担金として 600 万

5000 円、避難勧告等対応時の職員人件費等を対

象とした災害対策費用保険金として 500 万円等を

計上しております。 

以上、当初予算の説明を終わらせていただきま

す。よろしく御審議の上、御決定くださいますよ

うお願い申し上げます。 

○河野委員長 

兵頭課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○源委員 

予算書 55 ページ財産管理費のうち、野村支所

庁舎建設事業についてお伺いをいたします。 

来年度、令和５年度に旧庁舎を解体し、駐車場

を建設するという形で説明がありました。スケジ

ュール等分かりましたら御説明を願います。 

○兵頭総務課長 

こちらの質問につきましては、本日、野村支所

長が同席しておりますので支所長から回答してい

ただきます。 

○大森野村支所長 

今の質問にお答えします。 

野村支所庁舎及び駐車場整備工事につきまして

は、令和５年５月に入札を行いまして、仮契約後、

６月西予市議会定例会において、議会の議決を承

認を得たいと思っております。その後、本契約を

行う予定としております。解体工事になるんです

が、11 月末完了予定で、駐車場の整備工事の完

了予定が令和６年３月末となっております。 

○中村委員 

今の関連ですが、県道の宇和野村線が南北に走

っておりますけど県道端の建物ですね教育委員会

なんか入っておる、あそこものけられるんですか。 

○大森野村支所長 

県道沿いに建っておりますのは、今度野村地域

づくり活動センターになります、現在は野村公民

館であります。そちらについては、解体予定はあ

りません。 

○中村委員 

そうすると解体して駐車場を整備されるという

説明だったんですけど、残された土地でも結構広

いと思うんですが、用地面積とか駐車場整備され

るということになると駐車台数など、概要等はも

う決まっておるんでしょうか。 

○大森野村支所長 

旧庁舎裏の林業センターそのまま残しますので、

旧庁舎を解体だけします。 

前面の市道が走っておるんですが、それも拡幅

し２車線にする予定にしておりまして、駐車場整

備後の駐車台数は、現在のところ 34 台という計

画にしております。 

○中村委員 

その面積はどのぐらい 34 台と非常に少ないな

と逆に思ったわけですけども、その整備面積とい

うのはどの程度ですか。 

○大森野村支所長 

駐車場の敷地面積についてちょっと現在資料を

持っておりませんので、後日、委員に提供したい

と思っております。 

○中村委員 

先ほど説明いただいたタブレットの中の行政連

絡協議会事業という中で、これはそういう行政連

絡委託料だと言われたんですが、1 世帯当たりど

の程度、その委託料というのはなっておるのか。

それと、その金額は、どういうように増減してお

るのか、ちょっと前と比べて財政事情が逼迫して

おると聞いておりますので、その辺どうなってお

りますか推移は。 

○兵頭総務課長 

ただいまの御質問の委託料ですが、算定方法が

ございまして、まずは、旧町別に計算をしており

ます。世帯割として 1 世帯当たり 2,000 円掛ける

世帯数、自治会加算額として、1 自治会数に対し

て 1 万 5000 円、高齢者率加算額としまして、各
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旧町の高齢化率に対して 2 万 9000 円を掛けて、

積算をしております。その結果今回の行政連絡委

託料の額としましては、明浜が 407 万 7000 円、

宇和が 1746 万 8000 円、野村が 1010 万 7000 円、

城川が 534 万 8000 円、三瓶が 945 万 2000 円、合

計で 4708 万 2000 円となっております。 

ここ近年の推移につきましては、やはり世帯数

が、年々減少してきますので、少しずつ減少傾向

にはございます。 

○中村委員 

続きまして、一般管理費庶務事業についてお尋

ねしますが、この説明の中に総合賠償と保険会社

と契約されとんかなと思うんですけれども、この

保険会社との契約をしておる金額とか、保険会社

の名前あるいはその保険のどういう内容の保険な

のか、ちょっと説明できるようでしたら説明いた

だきたいと思います。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 49 分） 

○河野委員長 

再開を告げる。  （再開 午前９時 52 分） 

○兵頭総務課長 

市町村総合賠償補償保険料について、御説明を

いたします。市が法律上の損害賠償責任を負う場

合の損害に対して、総合的に保険料を支払う保険

制度で、市町村協会が、保険会社損保ジャパンと

なりますが、協力しまして加入市を被保険者とす

る団体保険契約を締結して実施しております。 

保険料の分担金ですが、住民数掛ける 84 円と

なっておりまして、今回の当初予算におきまして

は 298 万 8000 円計上させていただいております。 

○加藤副委員長 

３ページの 13 款使用料及び手数料のとこなん

ですけれども、本庁の職員の駐車場の関係で

731 万 6000 円ということだと思うんですけれど

も、１人幾らで何人ぐらいで今後増えていくんで

しょうか、ちょっとお伺いします。 

○兵頭総務課長 

職員の駐車料金ですが、本庁の駐車場の場合は

１人当たり 2,000 円。支所につきましては１台

1,000 円をいただいております。 

現在支払っている職員数ですが、正職員で合計

323 人、会計年度任用職員はフルタイムの方だけ、

いただいているんですが 15 人となっております。 

本庁におきましては、正職員が 209 人、会計年

度職員７人となっております。 

○大森野村支所長 

先ほどの中村委員の駐車場の面積についてちょ

っと分かりますので、御報告させていただきます。

解体後の駐車場の整備に係る面積なんですが、

1,130 ㎡と現在なっております。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

○源委員 

先ほど予算直接ではないんですが、人件費の総

額等について総務課長から説明ありました。昨日

一般質問の中で、会計年度任用職員に関する質問

があったかと思います。その中で人数が、今年度

から来年度に向けて 200 名近く減るような印象が

ある質問があったんですけれども、その辺りにつ

いて実態。先ほど説明聞いた限りでは約 50 名程

度の減というふうに理解をしたんですが、その辺

り内容についてお尋ねをいたします。 

○山住総務部長 

それでは今ほどの源委員からの御質問にお答え

させていただきます。 

先ほど総務課長が給与費明細の関係で説明させ

ていただいております予算書でいきますと 206 ペ

ージになるかと思いますけれども、会計年度任用

職員の総数につきまして説明させていただいてお

ります。そこの中で説明でもございましたが、来

年度の増減につきましては、53 名の減少を見込

んでおります。これにつきましては、組織再編ま

た業務の効率化を図る上で支所、公民館におけま

す日直、夜直の廃止、これらによりましてその宿

直員の減、これが主な理由となっております。 

○源委員 

確かに令和５年度から、地域づくり活動センタ

ーが発足してその中で例えば地域任用職員での形

とかパートタイム職員があるんで、その辺り分が

ついたかなという印象はございます。これから、

当然、行政改革含めてやっていかなきゃいけない

と思うんですけれども、会計年度任用職員、今後

人数的な推移についてもし見込みがありましたら

お願いをいたします。 

○山住総務部長 

会計年度任用職員の今後の任用予定でございま

すけれども、令和５年度に大きな組織再編がござ
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います。その上で１年間通じまして各所属におけ

ます業務量等精査いたしまして、６年度に向けま

しては人数の調整が必要になってこようかと思い

ます。基本的には、人数を削減していく方向にあ

るということで認識をいたしております。具体的

な数字は、現段階で申し上げることは出来ません

が、そういうことで答弁とさせていただきます。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 36 号「令和５年度西予市一般会計予

算」総務課所管分について、原案に賛成の委員の

挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前９時 58 分） 

 

 【選挙管理委員会】 

○河野委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 10 時５分） 

それでは、選挙管理委員会の審査を行います。 

議案第 36 号「令和５年度西予市一般会計予

算」のうち選挙管理委員会所管分を議題といたし

ます。 

兵頭書記長の説明を求めます。 

○兵頭書記長 

議案第 36 号「令和５年度西予市一般会計予

算」のうち、選挙管理委員会所管分について御説

明をさせていただきます。 

選挙管理委員会の歳入歳出別の予算につきまし

ても、先ほどの令和５年度当初予算説明資料に基

づいて説明をさせていただきます。 

まず、歳出予算ですが説明資料の２ページを御

覧ください。 

2 款総務費、4 項選挙費、1 目選挙管理委員会

費のうち、選挙管理委員会費庶務事業の 92 万

7000 円は、選挙管理委員会の委員報酬及び委員

会の開催経費、西予市明るい選挙推進協議会への

補助金等を、事業番号 91011 番職員給与費（選挙

管理委員会費）の 840 万 4000 円につきましては、

選挙管理委員会書記である選挙係長１名の人件費

を計上しております。 

次に、4 目財産区議会議員選挙費、財産区議会

議員選挙事業の 20 万 8000 円は、令和５年７月

30 日で任期満了日を迎える野村町財産区議会議

員選挙に見込まれる経費を計上しております。 

次に、12 目県議会議員選挙費、県議会議員選

挙事業の 1763 万 3000 円、会計年度任用職員給与

費（県議会議員選挙事業）の 164 万 6000 円は、

令和５年４月 29 日で任期満了日を迎える県議会

議員選挙において、選挙戦となる場合の４月１日

以降の経費と、短期的に事務補助を行っていただ

く会計年度任用職員の経費を計上しております。

なお、県議会選挙の事業予算につきましては、選

挙戦となった場合に備え、新たに、期日前投票所

を対象としたタクシー支援事業の委託料を計上し

ております。これは、今年度の参議院選挙及び県

知事選挙で実施しました車による移動投票所の実

証試験結果を踏まえ、特に投票所までの移動が困

難な高齢者等を対象に移動投票所のかわりに、さ

らに踏み込んだ支援を行うものです。内容的には、

65 歳以上の免許を持っていない方もしくは車の

運転が困難な方及び障がい者または妊婦の方で、

車の運転が困難な方を対象に、期日前投票期間に

おいて、自宅から期日前投票所までの移動に市内

タクシーを利用する場合、その往復費用を全額負

担するものです。予算額としましては、過去の選

挙実績における期日前投票者のうち、65 歳以上

の人数を 4500 人程度と見込み、そのうちのタク

シー利用対象者については、先進地事例の利用率

を参考に、約４％以内と想定し、市内合計で

170 回程度の利用回数を見込んで 57 万 4000 円を

計上させていただいております。なお、このタク

シー移動支援につきましては現在、市内タクシー

事業者と最終調整を行っており、利用方法等の詳

細につきましては、本議会最終日の行政報告会に

て報告をさせていただく予定です。 

次に、13 目市長及び市議会議員選挙費、市

長・市議会議員選挙費の 114 万 1000 円は、令和

６年５月 15 日で任期満了日を迎える市長、市議

会議員選挙に見込まれる令和５年度の準備に関す

る経費を計上しております。 
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続きまして歳入予算について説明します。説明

書の３ページを御覧ください。15 款県支出金、

3 項委託金、1 目総務費委託金、4 節選挙費委託

金につきましては、在外選挙人名簿登録委託金と

して 1,000 円、愛媛県議会議員選挙費委託金とし

て、歳出予算の全額が委託金として入ってきます

ので、同額の 1927 万 9000円を計上しております。 

最後に、20 款諸収入、5 項 4 目雑入、2 節総務

費雑入としましては、コピー使用料 1,000 円と、

財産区議会議員選挙の執行経費として、野村町財

産区議会が負担する 20 万 8000 円を計上していま

す。 

以上、よろしく御審議の上、御決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

○河野委員長 

兵頭書記長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○加藤副委員長 

2 ページの総務費なんですけれども、その中の

選挙管理委員会庶務事業の中の、92 万 7000 円な

んですけれどもその中に明るい選挙推進協議会補

助金というのが入っていると思うんですけれども、

その内容はどんなものであるかちょっと説明をお

願いいたします。 

○兵頭書記長 

明るい選挙推進協議会の目的及び構成等につい

て御説明いたします。明るく正しい選挙を推進し、

啓発事業をより効果的、かつ円滑に展開すること

を目的とし、旧町ごとに２名ずつの計 10 名の委

員を選出しまして、選挙管理委員会と連携して選

挙啓発活動を行っていただいております。 

主な活動としましては、投票所での立会い、病

院等の指定施設での不在者投票の立会いのほか、

街頭啓発活動や 18 歳の新たな有権者のバースデ

ーカードの送付なども行っております。 

○加藤副委員長 

今の 10 名ということなんですけれども、どの

ような方がされてるんでしょうか。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 13 分） 

○河野委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 10 時 13 分） 

○兵頭書記長 

現在は職員のＯＢとか、あと学校の校長先生の

ＯＢの方などが中心となっております。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 36 号「令和５年度西予市一般会計予

算」のうち選挙管理委員会所管分について、原案

に賛成の委員の挙手を求めます。 

○河野委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 14 分） 

 

【危機管理課】 

○河野委員長 

再開を告げる。 （再開 午前 10 時 16 分） 

それでは、危機管理課の審査を行います。 

議案第 36 号「令和５年度西予市一般会計予

算」のうち、危機管理課所管分を議題といたしま

す。 

谷川課長の説明を求めます。 

○谷川危機管理課長 

それでは、私から、議案第 36 号「令和５年度

西予市一般会計予算」のうち危機管理課所管分に

つきまして御説明申し上げます。まず、事前に送

付させていただいております資料に基づきまして、

当課事務事業の見直しにつきまして、御説明をさ

せていただきたいと思います。 

令和４年度事務事業のうち、自衛官募集啓発事

業、危機管理業務事業を統合し、4441 災害対策

費総務事業に、防災対策啓発事業、自主防災組織

活動育成補助金事業、生徒防災教育体験事業を統

合し、防災対策啓発活動事業に、そして防災訓練

実施事業、災害用備蓄物資整備事業、災害用資機

材施設整備事業を統合し、防災対策推進事業に見

直しを行っております。また、防災行政無線デジ

タル整備事業と会計年度任用職員給与費事業の２

事業を廃止しております。資料には、参考としま

して予算額の前年比較等も記載しておりますので、

御覧ください。 
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それでは予算書に基づきまして、予算内容につ

いての説明に移らせていただきます。まず歳入に

つきまして予算書は 24 ページをお開きください。 

13 款使用料及び手数料、2 項手数料、1 目総務

手数料、1 節総務管理手数料、罹災証明手数料と

しまして 1,000 円を計上しております。これは自

然災害により罹災された場合の証明を行う際の手

数料でございます。 

続きまして、予算書 30 ページをお開きくださ

い。 

15 款県支出金、1 項県負担金、7 目消防費県負

担金、1 節消防費県負担金、原子力防災活動車両

経費県負担金としまして 37 万 6000 円を計上して

ございます。これは、当市が国から貸与を受けて

おります原子力防災車両３台分の車検等に要する

費用に係る経費となります。 

続きまして予算書 34 ページをお開きください。 

15 款県支出金、3 項委託金、1 目総務費委託金、

1 節総務管理費委託金、自衛官募集事務費委託金

としまして、10 万円を計上しております。これ

は自衛官募集啓発に係る委託金でございます。 

続きまして 44 ページをお開きください。 

20 款諸収入、5 項雑入、4 目雑入、9 節消防費

雑入、その他雑入のうち、戸別受信機を１世帯で

２台目以上を希望された方に、１台当たり１万円

で譲渡するものとして、10 台分の申込みを見込

み 10 万円を計上してございます。 

続きまして歳出の説明に移らせていただきます。

予算書は 159 ページから 161 ページとなります。

事業は職員給与費を除きますと４事業に分かれて

おります。予算書右端の事業概要欄に事業ごとの

予算が記載されております。予算総額 1 億

1339 万 4000 円のうち、職員給与費 7834 万

2000 円を除く予算は 3505 万 2000 円で、前年度

予算 5549 万円と比較して 2043 万 8000 円の減額

となっております。減額の要因としましては、西

予市事前復興計画策定支援業務の完了、会計年度

任用職員給与費の廃止、予算編成方針等に基づく

事業内容の精査等が影響していると考えておりま

す。それでは、事業ごとに令和５年度の主な内容

について御説明いたします。 

まず、災害対策費庶務事業におきましては、各

種計画策定に関する会議等開催経費並びに当課全

体の消耗品費、旅費等の庶務的な経費及び災害対

策マネジメントに関する職員のスキルアップを図

るため職員研修の実施に係る経費 79 万 1000 円を

計上してございます。また事業統合いたしました

自衛官募集啓発に係る経費を計上しております。

なお、募集啓発に係る財源につきましては、先ほ

ど御説明しました県の委託金となっております。

本事業費全体としましては、４年度の 1473 万

7000 円から 1217 万 5000 円減額し 256 万 2000 円

となっております。事業費の大幅な減額につきま

しては、西予市事前復興計画の策定完了、事業内

容の精査によるものと考えております。 

続きまして、防災行政無線情報システム整備事

業は、防災行政無線等各種機器の維持管理等に関

わる費用を計上してございます。本事業全体とし

ましては、４年度の 1988 万 8000 円から 474 万

7000 円減額し 1514 万 1000 円を計上しておりま

す。減額の大きな理由としましては、市独自で導

入しております気象観測システムの設置場所につ

きまして、ほかの気象観測所や近隣市町等の気象

観測状況と設置場所を考慮し、再検討を行った結

果、今年度市内６カ所において運用していたもの

を３カ所に変更することにより 158 万 4000 円の

減額、その他事業内容の精査によるものと考えて

おります。経常予算としましては、システム使用

料として、職員参集システムに 13 万 2000 円、防

災行政無線を補完するスマートフォン用アプリと

して導入しておりますコスモキャストの使用料と

しまして 79 万 2000 円、県への負担金として、被

災者生活再建支援システム県市町共同導入負担金

として 17 万 3000 円、県防災通信システム維持管

理負担金として 51 万 6000 円を計上しております。 

続きまして防災対策啓発活動事業です。この事

業は、各地域の状況に見合った防災に対する啓発

活動が重要であるとの考えのもと、引き続きまし

て、各種地域で行われる各種会合に足を運び、啓

発を進めるための経費、自主防災組織の活動活性

化に資する補助金、防災教育に係る経費等を計上

しております。本事業全体としましては、４年度

の 1359 万 2000 円から 16 万 5000 円増額し

1375 万 7000 円を計上しております。増額の要因

としましては、今年度策定を予定しております西

予市事前復興計画に基づき、事前復興まちづくり

ワークショップを継続して実施するための支援業

務に対する委託料として 628 万 7000 円を計上さ
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せていただいております。なお財源としまして、

３分の１の補助として、国の社会資本整備総合交

付金、保守防災総合推進事業を充当させていただ

くこととしております。 

続きまして補助金としまして、自主防災組織活

動育成補助金、４年度の 408 万 9000 円から 20 万

5000 円を減額し 388 万 5000 円を計上しておりま

す。当市の自主防災組織は 67 組織、組織率は

100％となっております。各自主防災組織におき

ましては、積極的に補助金の活用をいただいてお

りますが、ここ数年は、新型コロナ感染拡大の影

響により、活動そのものが低調となっております。

実績としましては、令和５年度においては 45 件

の申請がございましたが、令和２年度 32 件、令

和３年度 28 件、今年度には、現在のところ 35 件

の利用申請をいただいております。今後も市内全

組織に対して、補助事業の制度及び活用について

周知啓発に努めますとともに、各組織への検討の

場への参加や訓練の実施支援を行うことで、組織

活動の平準化が図られるよう努めてまいります。

また、29 年度から実施しておりますが、家具転

倒防止対策費補助金としまして 1 万 2000 円を計

上させていただいております。また、平成 23 年

度から進めております防災士を地域の防災リーダ

ーとして養成し、地域防災力の向上を図るため、

防災士養成講座負担金や研修会等の参加費用など

を計上させていただいております。 

次に防災教育につきまして、平成 29 年度から、

生徒防災教育体験事業として取組を行っておりま

した、市内中学生の東日本大震災被災地派遣事業

でございますが、平成 30 年７月豪雨災害や新型

コロナ感染拡大の影響により、事業中止が相次ぎ、

これまでに２回の開催にとどまっております。こ

の間、東北被災地も被災から 12 年が経過し、被

災地における復興も進んでいる現状でございます。

また、その間に、当市も平成 30 年の豪雨災害に

より大規模災害を経験し、被災から復興の道を歩

んでおり、また南海トラフ巨大地震に備えた事前

復興計画の策定も完了することとなります。そこ

で、当市をフィールドにした防災教育の展開を考

え、市内中学生高校生と愛媛大学学生が共同して

津波避難シミュレーションを策定し、教材化する

事前復興防災教育事業を計画し 75 万円を計上さ

せていただいております。なお、財源には、生徒

防災教育体験事業と同様に、市教育委員会の子ど

も教育振興基金を充当させていただいております。 

最後に防災対策推進事業でございます。市が実

施する訓練に使用する消耗品等購入に係る費用、

災害用備蓄物資整備として、本市人口の 10％の

１日３食分に当たる水と食料等を備蓄しておりま

すが、保存期間を経過するものを更新するための

費用、災害用の資機材等の整備に要する費用を計

上させていただいております。事業費としまして

は、令和４年度の 490 万 2000 円に対しまして、

事業内容の精査等により 131 万円減額の 359 万

2000 円を計上してございます。主な事業につき

ましては、備蓄物資として、水、パン、アルファ

米、粉ミルク、液体ミルク等を購入、保存期限を

迎えた物資につきましては、順次訓練等で使用す

るなど、適切な管理に努めているところでござい

ます。また、災害用資機材施設整備として、平成

24 年度から実施しております、津波避難路の簡

易な整備でございますが、地元からの要望に対応

できるよう、引き続き、工事請負費 200 万円を計

上してございます。なお、備蓄物資と資機材整備

に係る財源としましては、ふるさと応援基金から

320 万円の繰入れを行うこととしております。 

以上、危機管理課所管分の説明とさせていただ

きます。御審議の上、御決定くださいますようよ

ろしくお願いいたします。 

○河野委員長 

谷川課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○加藤副委員長 

159 ページ災害対策費、その中の防災行政無線

情報システム整備事業についてでございますが、

1514 万 1000 円で、昨年に比べ 400 万円の減額と

いうことだったんですけれども、その理由として、

気象観測システムが市内６カ所から３カ所になっ

たというような説明だったと思うんですけれども、

もともと市内６カ所はどこに設置されていたのか、

また、今後３カ所になった場所、それと説明あっ

たかもしれませんけれども、３カ所でよくなった

理由などを教えてください。 

○谷川危機管理課長 

当市独自の気象観測システムの設置状況等につ

いてお答えをさせていただきます。 
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当初、令和２年度に市内３カ所に設置をまず行

っております。山間部の高知県境の雨量が多いと

いう状況もありますが設置観測点がなかったとい

うことで、当初は大野ヶ原小学校、城川小学校、

それから川津南高齢者等活動促進施設の３カ所に

設置しております。そのあと、市内の観測所の状

況等を勘案しまして令和３年度に新たに市内３カ

所、予子林分団第一部詰所、鹿野川ダムの予子林

分団の詰所、旧田之浜小学校、それから三瓶の蔵

貫の三島分団第三部詰所に設置し、合計で６台の

運用を行ってまいりました。先ほど予算の説明で

も御説明させていただきましたけれども、周辺の

市町もこの気象観測システムポテカという、簡易

なというか、移動もできるような気象観測システ

ムなんですけれども、そちらのほうの設置が進ん

でおりまして、あと、気象台の雨量レーダーもか

なり技術的に進歩もしてまいりました。そういう

状況も踏まえて、今後旧田之浜小学校、三島分団

第三部詰所、それから、城川小学校にあるものを

撤去すると。３カ所を撤去して、残りの３カ所で

運用をさせていただくということになっておりま

す。現在城川小学校にある雨量観測システムにつ

きましては、宇和町中川地区で実施されておりま

す田んぼダムの関係で、そちらの雨量の実証実験

にも活用していただくということで、中川小学校

のところに現在設置して、実証実験の雨量の地域

の雨量観測データをとるというところに活用させ

ていただいておるところです。ある程度実証実験

が進みますと元の場所に戻す予定なんですけれど

も、撤去した理由につきましては、先ほど申し上

げました周辺の観測システムと、それからの状況

等を鑑みまして、３カ所とほかに気象台の観測シ

ステムとか、県国のほうのが設置しております観

測等を踏まえて西予市内が、全体が観測できると

いうふうに判断をいたしましたので、この運用に

したいというふうに思っております。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

○中村委員 

161 ページの家具転倒防止対策補助金 1 万

2000 円ということですが、これは、以前は 10 万

円を超えとったと思うんですけれども、どういう

わけで希望者がないからなったのか、それとも、

市のほうから積極的にＰＲして、これまだ、南海

トラフの巨大地震なんかが来て、家具はこれ、必

然的に転倒するわけですけれども、多分まだ各世

帯、十分な対策は、自主的にされておる方もおり

ましょうが、補助金をもらって整理したいという

人も当然あろうと思うんですけどもそういう人の

掘り起こしというか、対策が十分行ってないのか

なと。それとも補助率が悪いのか、その辺ちょっ

とよく分からないんですけど、これ 1 万 2000 円

というのは少ない金額のような気がしますけれど

も、この辺、何か、どんどん尻すぼみになってき

ておるようなんですけどいかがでしょうか。その

辺の感覚はちょっと分かりにくいんですけども。 

○谷川危機管理課長 

まず実績ですけれども 29 年度に創設しており

ますけれども 29 年度が９件で 3 万 7200 円、

30 年度が３件で 1 万 3300 円、元年度２件で 1 万

4000 円、２年度がコロナの感染拡大が非常に苦

しかったときですけれどもゼロ。３年度が１件の

1800 円、今年度４年度が１件の 1,700 円という

のが現状でございます。 

ですので、予算としては実績に基づくところで

精査の指示もありまして精査をしているところな

んですけれども、事業自体につきましては非常に

重要な事業であるというふうに考えております。

１番根幹となる自助の部分ということになります

ので、高齢者等、障がいのある方を対象に始めた

事業ではございますが、途中で子どもたちのいる

家庭まで範囲を広げたりとか、補助条件等の見直

しも行ってまいりました。あとあわせて自主防災

組織や防災士等の会議、研修会、防災訓練という

いろんな場での啓発とチラシの配布、西予市ホー

ムページ、それから西予ＣＡＴＶの行政情報番組

などでも啓発をしているところでございます。２

分の１の補助というところもありますが、補助金

の額に関しては適正かというふうには考えており

ますけれども、ある程度必要なところはもう既に

御自宅等済まされているというところもあるのか

なというふうに思います。 

補助金の申請のときに写真を付けたり、領収書

を付けたりという手間というところが考えられる

んですけれども、啓発に基づいて引き続き行って

いきたいというふうに考えております。こちらの

事業は防災士の連絡協議会の皆様からも非常に重

要という御指摘を受けていただいております。設
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置に当たって、お１人で困難な方に関しましては、

防災士の皆様が御自宅にお伺いをして設置の支援

をしていただいておりますので、そちらも含めて、

引き続き、啓発には努めてまいりたいというふう

に考えております。 

○中村委員 

続いて津波避難所の説明があったと思うんです

が、それぞれ備蓄品などを拡充していかれておる

と思いますが、津波が来れば長時間そこで避難し

ておらないかんわけですけども、備蓄品などの整

備状況についてちょっと分かる範囲で説明願った

らと思いますが。 

○谷川危機管理課長 

先ほど御説明させていただきました備蓄物資整

備事業の備蓄物資に関しましては津波に限らず市

の備蓄物資としまして、先ほどの水、パン、アル

ファ米、粉ミルク等を１日３食分、人口の 10％

を分散して備蓄しているところでございます。あ

わせて津波対策につきましては、津波緊急避難場

所に対しまして倉庫、テント、それから簡易トイ

レ等を配備している状況でございます。各自主防

災組織の補助金等も活用していただいて各組織の

中で、それぞれの地域に見合った備蓄品を倉庫内

に格納をしていただいているところが海岸部、沿

岸部の津波緊急避難場所についてはございます。

あと、合わせてやはり津波の場合には高台避難す

るという原則がございますので、家庭内での備蓄

の推進というものはより強くお願いしていかない

といけないということで、啓発等にも努めさせて

いただいているところでございます。 

○中村委員 

先ほど説明ありました備蓄品の中に水とあった

わけですけれども、水はこれ大切なものなんです

が、避難した方々が水だけというのはちょっとど

うかなと、ジュースが飲みたいとか、お茶が飲み

たいとか、嗜好が多様化しておるんじゃないかと

思いますが、これはもう自主防災組織で対応する

ということで市のほうでは、お茶などは、その中

には含まれてないわけですか。 

○谷川危機管理課長 

基本的には、発災から３日程度の間の持ち出し

品は、それぞれの先ほど言いました御家庭で、あ

と、緊急避難先にある程度のものをということを

お願いしているところでございます。行政として

できる、現在できる初動としては、こういったも

のが予算的なもの、更新に係る予算も含めて限界

かなというふうにも考えております。あと、災害

が長期化したときには、国や県周辺からあるいは

協定先からの支援物資等を迅速に届けるというよ

うな体制に行政側としてはシフトしていって、そ

の食料に対する不安というものを少しでも早い段

階で解消していくという方向で進めてまいりたい

なというふうに考えております。 

○佐藤委員 

同じページ 161 の自主防災組織活動育成補助金

388 万 5000 円なんですが、昨年と比べると 20 万

ほど多分下がってるんじゃないかと思うんです。

私が思うのは、これっていうのは１番大事なこと

で、今トルコとかチリ辺りの地震があったりして

南海トラフあたりも非常に発生するんじゃないか

っていうことで、言われておる中で、この予算が

下がるんじゃなくて私はできれば上げるのが本当

じゃないかと思うんですが、その辺りは課長はど

んなふうに思われてますか。 

○谷川危機管理課長 

減額の理由につきましては予算編成に基づく補

助金等の見直しに基づいたことで減額をさせてい

ただいておりますけれども、この事業に関しまし

てはニーズもありますし、防災という面からも引

き続き、各組織で利用していただいて、こういう

ことを前提として今後継続していくべき予算も、

それに見合ったものをつけていくべきというふう

に私は考えておりますけれども、議会のほうから

も指摘していただいておりますが、その予算の執

行の内容自体を、まず、今、拠点整備事業と支援

事業という、避難所の拠点を整備する事業と備蓄

品なんかを購入していただくものに対しての事業

というふうに分かれているんですけれども、使っ

ている内容についても、当たり前のように更新し

ていくとか、そういうものではなくて地域の中で

いろいろ考えていただいて、内容自体を精査して

いただき、適正に執行していただくということそ

れから、まだその利用されていないところに対す

る啓発なんかも、引き続き努めていきたいと思う

んですけれども、予算の範囲の中で、より有効的

な活用していただけるような、仕組みも考えてい

かないというふうに考えておりますので、そこら

も、地域の状況も見ながら、今後も予算を計上し
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た分の適正な執行には努めてまいりたいというふ

うに考えております。 

○佐藤委員 

今課長からの説明で十分分かるんですが、多分、

自主防災組織の中でも温度差があってまだ出来て

ないところとかっていうふうな形のものはあろう

かと思うんですよね。そこを、ある程度のところ

までは、しっかりと危機管理課のほうで、これど

んなんですかとかっていうふうな形のレベル的な

ものをしっかりと合わすような形に進めていかれ

るのが本当じゃないかと思うんですよね。その辺

りは出来ているのかどうかっていうのをお聞きい

たします。 

○谷川危機管理課長 

そういった標準化というか、どこの地域にも同

じような使い方というか、まず使っていただいて

防災に役立てていただくという御指摘は先ほど言

いましたように、議会のほうからもいろいろお話

をいただいております。ただ、やはりその温度差

があるところの解消というのはなかなか難しくま

たちょっとコロナの影響もありましたので、うま

く出来ていないところでありますけれども、今佐

藤委員の御指摘のところは十分認識しております

ので、引き続きその辺については努めてまいりた

いと思っております。 

○中村委員 

今の佐藤委員の質問に関連するんですけども、

自主防災組織率は 67 あって 100％だと。それは

もう非常に目標値を達成されておるわけですけれ

ども、日常のそういう災害に対する防災訓練の申

請が減ってきておるんじゃないかというか横ばい

というか、実際その 67 組織毎年やっておるとこ

ろとやってないとこと、全く今までやってないと

いうようなとこもあるんじゃないかと思うんです

けれども、その辺の防災訓練の実施状況ですか、

そういうところについて分かるようでしたら教え

てもらったらと思うんですよ。そして、余りにも

小さい組織ではなかなか効果的な訓練も出来ない

んじゃないかと思うんですけれども、大きな組織

では、何世帯ぐらいあって、小さいところでは、

何世帯ぐらいの防災組織があるのか、余り小さい

とそういう、みんなで訓練するということもなか

なか効果的なことが出来ないんじゃないかなと思

うんですけれどもそういう組織の世帯数なんかの

大小についても分かるようであれば教えてもらっ

たらと思いますが。 

○谷川危機管理課長 

各組織の防災訓練の実施事業なんですけれども

やはり海岸部の津波を想定した東日本大震災から

の大きな災害を目の当たりした状況の中で沿岸部

の状況と、それから、この宇和地区の状況とか、

それぞれのところで変わってる、違ってくるって

いうのは事実あろうかと思います。人が動く訓練

ではなく、座学的なものを含めるとかなりの回数

がございますので、また回数につきましては、後

ほど、細かい資料今持ち合わせてございませんの

で、提出させていただいたらと思いますけれども、

訓練に参加したくてもどうすればいいのかという

ようなところもありますので、市が入って訓練支

援を行うという取組を沿岸部の旧２町明浜町、三

瓶町を隔年ごと、それから、中山間地の宇和・野

村・城川の３町を隔年ごとに回った、西予市の防

災訓練と津波防災訓練というものを実施しており

ます。 

令和４年度は、宇和町の明間地区で実施してお

りまして 180 名の方が参加をしていただいており

ます。また津波に関しましては、明浜町の宮野浦

地区で開催しまして 200 人の住民の方が参加をし

ております。それから、昨年度は、城川町の高川

地区 501 人の参加、それから津波は三瓶町の蔵貫

で 320 人の参加ということで、市が入って啓発も

含めて、自主防災組織と協力させていただいて、

訓練をしているということも各年度行っておりま

す。 

今年度は、中山間地の訓練としましては、野村

町の予子林地区、それから地震津波防災訓練とし

ましては、三瓶町の周木地区で実施をするという

ことで今後、それぞれの地域と打合せ協議を行っ

て進めていくという計画にしております。 

こういったことを通しまして、まだ訓練等未経

験という組織に対しても、フォローしていけて、

それが毎年、訓練を行っていただけるというふう

になればいいかと考えておりますが、今しばらく

時間がかかるか、コロナの影響もあります。今、

人が集まるということがここ出来てない状況もあ

りましたので、そこからの立て直しも含めてなの

で、今しばらく状況が、時間がかかろうかと思い

ますが、続けてまいりたいというふうに思ってお
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ります。 

それから組織の世帯数につきましては基本的に、

行政区単位で組織している組織が多いというふう

に見受けられます。またそこでも資料では提供さ

せていただくんですけれども、例えば、宇和地区

でしたら大きく、宇和地区のこの旧宇和町小学校

でしたら、その大きな単位でというよりは、各行

政区単位での組織をつくられておったりとか、中

川のほうでしたら中川地区で自主防災会とか、そ

の組織のバランスというものもなかなか違ってい

るところが正直なところでありますので、小さい

組織では逆にやりやすくて訓練をされている、し

やすいという面もありますし、大きな組織になる

と、なかなか組織全体ではということで、取組は

難しいんですけれども、例えば石城地区の岩木地

区は単独で実施されるというところにも、市とし

ても支援をさせていただいたりということで、必

ずしも大きなエリアで全体としての訓練をお願い

しているというわけではなくて、実際にあったよ

うな訓練の実施についてもフォローさせていただ

いておりますので、その辺も、今後、引き続き努

めてまいりたいと考えております。 

○中村委員 

大体分かったんですけど、コロナの関係でなか

なか数年困難な面があったんじゃないかと思いま

すけれども、防災組織にはそれぞれ防災倉庫があ

って、いろんな備品が備蓄されております。もち

ろん食料品もあるわけですけれども、そういうも

のを、常に管理してチェーンソーなんかやったら

動くのか動かんのか、動かしてみないと分からな

いし、油なんかもあるのかどうか。そういう日常

の世話役といいますかそういう人らが、少なくと

も、会がない、防災訓練がないからチェックしな

いと言うんじゃなくて、チェックが出来ておるの

かなというのがちょっと心配があるんですけど、

その辺はいかがでしょうか。何か対策はとられて

おるんでしょうか。 

○谷川危機管理課長 

市が、備付けておる備品資機材につきましては

当然、維持管理等はしておりますけれども、細々

とした組織をそれぞれの細かいところまでの確認

等はしておりませんけれども、それぞれの組織で

購入されたものは、訓練等に使用していただく、

定期の点検等は補助金等の交付のときにはお願い

をしているところでございます。 

また今、防災士の方々もそれぞれの地域の中で、

かなりの数、手を挙げていただいてなっていただ

いているところですので、その防災士の方も軸と

なって、地域の中でそういった形、共助の部分で

活躍していただける体制を引き続き、詰めていく

ということに、市としても取り組んでまいりたい

というふうに考えております。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

○谷川危機管理課長 

補足でございますけれども、自主防災組織も一

応連絡会は開催をしております。その場でこの補

助金の制度のこととか、いろんな事例とかも、さ

せていただきまして、それぞれの組織に持ち帰っ

ていただいて活動につなげていただくような取組

をしております。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。 

議案第 36 号「令和５年度西予市一般会計予

算」のうち危機管理課所管分について、原案に賛

成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 10 時 55 分） 

 

【税務課】 

○河野委員長 

再開を告げる。 （再開 午前 11 時４分） 

それでは、税務課の審査を行います。 

議案第 36 号「令和５年度西予市一般会計予

算」のうち税務課所管分を議題といたします。 

宮中課長の説明を求めます。 

○宮中税務課長 

議案第 36 号「令和５年度西予市一般会計予

算」のうち税務課所管分について御説明を申し上

げます。 
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まず、歳入の部から御説明をいたします。予算

書の 13 ページを御覧ください。1 款市税、1 項市

民税、 1 目個人につきましては、対前年度

3604 万 8000 円増の 11 億 7434 万 9000 円を計上

しております。増減の主な理由といたしましては、

現年課税分において、人口減少を考慮するものの、

直近の納付実績を踏まえた見込額としております。 

続いて、2 目法人につきましては、対前年度

635 万 3000 円増の 1 億 4895 万 4000 円を計上し

ておりますが、推計が困難であることから、過去

の実績をもとに算出をしております。 

2 項 1 目固定資産税につきましては、対前年度

3837 万円増の 15 億 1115 万 5000 円を計上してお

ります。増減の主な理由といたしましては、家屋

において、共同住宅や新築、増築家屋の増を見込

むほか、土地償却資産におきましても、直近の納

付実績を踏まえた見込額としております。 

続いて、2 目国有資産等所在市町村交付金及び

納付金につきましては、主に国土交通省や愛媛県

の固定資産に対する減価償却の影響により、対前

年度 34 万円減の 1356 万 4000 円を計上しており

ます。 

次に、3 項 1 目軽自動車税につきましては、対

前年度 535 万 2000 円増の 1 億 6399 万円を計上し

ておりますが、直近の納付実績を踏まえ、新車の

購入台数を見込んだものでございます。 

予算書 14 ページをお開きください。 

2 目環境性能割でございますが、直近の納付実

績を踏まえまして、対前年度 18 万円増の 753 万

6000 円を計上しております。 

次に、4 項 1 目市町村たばこ税につきましては、

直近の納付実績を踏まえまして、対前年度

2109 万 6000 円増の 2 億 2439 万 7000 円を計上し

ております。 

次に、5 項 1 目鉱産税につきましては、直近の

納付実績を踏まえまして、前年と同額の 8000 円

を計上しております。 

以上、市税総予算額 32 億 4395 万 3000 円、前

年比 1 億 705 万 9000 円の増でございます。 

続きまして、予算書 24 ページをお開き願いま

す。13 款使用料及び手数料、2 項手数料、1 目総

務手数料、2 節徴税手数料でございますが、対前

年度 1 万 8000 円減の 271 万円を計上しておりま

す。増減の主な理由といたしましては、令和５年

１月から、軽自動車税の車検の際に必要とされて

いた納税証明書の提示が、納税確認の電子化によ

り原則不要となりましたので、若干手数料の減少

を見込んでおります。 

次に、予算書 34 ページをお開き願います。

15 款県支出金、3 項委託金、1 目総務費委託金、

2 節徴税費委託金の県民税徴収事務費委託金につ

きましては、対前年度 55 万 9000 円減の 4800 万

8000 円を計上しております。増減の主な理由と

いたしましては、個人市民税と合わせて徴収をし

ている県民税の取扱い費となりますので、人口減

少の影響を踏まえた見込額としております。 

次に、予算書 39 ページをお開き願います。

20 款諸収入、1 項延滞金加算金及び過料、1 目延

滞金でございますが、前年の実績をもとに算出し

まして、対前年度 30 万 4000 円増の 375 万

8000 円を計上しております。 

続いて、歳出の部を御説明いたします。予算書

63 ページをお開き願います。 

2 款 2 項 1 目税務総務費として 1 億 4208 万

4000 円を計上するものでございます。その内訳

は、事業概要欄にございます。税務総務費庶務事

業、会計年度任用職員給与費及び職員給与費とな

っております。税務総務費庶務事業の 119 万

3000 円につきましては、税務課内全般の運営に

係る消耗品費、郵券料、コピー使用料などの庶務

経費や、公用車の管理に係る経費などを計上する

ものでございます。また、会計年度任用職員給与

費につきましては、育児休暇を取得している職員

の代替職員に係る人件費を計上するものでござい

ます。なお、正規職員に係る職員給与費につきま

しては、総務課所管のため説明を省略させていた

だきます。 

次に、予算書 65 ページをお開きください。

2 目賦課徴収費として 3252 万円を計上するもの

でございます。その内訳は、事業概要欄にござい

ます市税賦課事業、管理収納事業、市税過誤納還

付金運営事業及び債権整理事業となっております。

そのうち、市税賦課事業の 1398 万 4000 円につき

ましては、市県民税、法人市民税、軽自動車税及

び固定資産税の賦課徴収に係るシステムデータの

更新、改修負担金のほか、印刷製本や通信運搬費

等の経費を計上するものでございます。 

続いて、管理収納事業の 778 万 9000 円につき
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ましては、納税相談や臨戸訪問、文書催告等を実

施するとともに、納税意識の低い滞納者に対して、

預貯金、給与、生命保険等の債権を中心に、差押

えなどの滞納処分を行うため、市税の収納管理に

係る経費を計上するものでございます。また、徴

収困難な長期滞納者や高額滞納者につきましては、

愛媛地方税滞納整理機構へ移管し、滞納者の縮減

にも努めているところでございます。 

続いて、市税過誤納還付金運営事業の 1019 万

5000 円につきましては、市民が市税の重複納付

をした場合や、確定申告などにより税額更正があ

った場合のほか、法人の予定納税の税額更正があ

った場合などの還付処理に係る経費を計上するも

のでございます。 

最後に、債権整理事業の 55 万 2000 円につきま

しては、新年度に設置する債権整理室が、債権所

管課の不良債権を回収するためにかかる経費のほ

か、滞納整理に関する職員研修に要する経費を計

上するものでございます。 

以上、税務課所管分の説明とさせていただきま

す。御審議を賜り、御決定くださいますようお願

い申し上げます。 

○河野委員長 

宮中課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○加藤副委員長 

13 ページの固定資産税についてお伺いいたし

ます。今回、3800 万円余りの増額を見込まれて

いるようなんですけれども、この理由として、共

同住宅とか新築の建物が増えるということの説明

だったと思うんですけれども、どれぐらいの、今

後共同住宅、新築の件数を考えられているのかと、

あと、固定資産税の出し方で、教えていただいた

らと思います。計算の仕方。 

○宮中税務課長 

今ほどの加藤委員からの御質問にお答えをさせ

ていただきます。新築家屋につきましては、例年

どおりの実績を見込んでおりますけれども、令和

３年が、参考までになんですが 140 棟ほど新築を

見込んでおります。令和２年が 110 棟程度、令和

５年度につきましても同程度の新築家屋の増築を

見込んでいるところでございます。それと、固定

資産税の算出の仕方ではございますけれども、固

定資産税につきましては、課税標準額という建物

を新築その当時に年度に建築した場合に係る経費

に経年減点補正率をかけまして、課税標準額を算

出いたします。それに対して 1.4％の税率を課し

たものが固定資産税になるという形になっており

ます。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

ちょっとだけ疑問なところを、歳入の部分で、

ページ 14 の市町村たばこ税の部分なんですが、

2100 万円ほど増っていうふうな形のもので説明

がありましたが、私が思うのは、今健康志向で禁

煙される方が多いんじゃないかなって思うんです

が、この 2100 万円ほどの増税を見込まれてるっ

ていうのはどういう根拠があってのことでしょう

か。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 17 分） 

○河野委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 11 時 18 分） 

○宮中税務課長 

今ほどの御質問にお答えをさせていただきます。

たばこ税につきましては、段階的に税率が上がっ

てきているというところもございますし、今まで

の例年の実績的なところからも踏まえまして、た

ばこ税が増収になってきているというところの実

態も踏まえまして、令和５年度予算につきまして

は、増額の予算編成をさせていただいているとこ

ろでございます。 

○中村委員 

先ほど加藤委員から質問がありました件の関連

ですが、固定資産税の算出で税率 1.4％と言われ

ましたけれども、これは、当然幅が各市、自治体

によって取りようがいろいろ幅があるんだろうと

思うんですけれども、この 1.4％というのはどの

程度なのか、近隣の八幡浜市や大洲市、宇和島市

などもあると思うんですけども、西予市の税率

1.4 というのは適正かどうかというのはこれ判断

苦しむわけですけれども、どんなんですかこれ変

えてないんですか長年にわたって。 

○宮中税務課長 

ただいま手元に他市の資料等ございませんので、

また改めて確認をして御報告をさせていただきた
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いというふうに考えております。 

○中村委員 

この 13 ページの固定資産税なんですが、いろ

いろ市内を車で走っておりますと、再生可能エネ

ルギーの発電施設がたくさん次々出来ております

が、その中身は風力もあれば太陽光もたくさんあ

るわけですけれども、ほとんどが市外の人だと思

うんですけれども、納税額というのはトータルで

年々増えておるんじゃないかと思うんですけど、

その辺の内容が分かれば説明いただけたらと思う

んですが。 

○宮中税務課長 

中村委員の御質問にお答えをさせていただきた

いと思います。今ほど委員おっしゃるとおり、再

生可能エネルギーの施設に関しましては、固定資

産税のうち償却資産というものに該当いたします。

償却資産につきましては、年々増加傾向にあると

いう形になっております。再生可能エネルギーと

言いましたら風力もありますし太陽光のものもご

ざいます。風力につきましては１社のみという形

になりますので具体的なお話はちょっと避けさせ

ていただくところではあるんですけれども、ソー

ラーパネルの再生可能エネルギーにつきましては、

増加傾向にありますので、再生可能エネルギーの

施設が入る固定資産税の内の償却資産につきまし

ては、年々増加傾向にあるという状況にございま

すので、固定資産税のほうが、全体的に税額が向

上しているというのは、償却資産の増加傾向の影

響が大きいというところもあるのが実態でござい

ます。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 23 分） 

○河野委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 11 時 27 分） 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

 〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 36 号「令和５年度

西予市一般会計予算」のうち税務課所管分につい

て、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

 〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 27 分） 

 

【財政課】 

○河野委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 11 時 29 分） 

それでは、財政課所管分を審査いたします。 

議案第 13 号「西予市財産の交換、譲与、無償

貸付け等に関する条例の一部を改正する条例制定

について」を議題といたします。 

安岡課長の説明を求めます。 

○安岡財政課長 

それでは審査していただきます財政課所管分の

うち、議案第 13 号「西予市財産の交換、譲与、

無償貸付け等に関する条例の一部を改正する条例

制定について」御説明させていただきます。 

議案書 30 ページをお開き願います。地方自治

法の規定に基づき定めております、普通財産の譲

与または減額譲渡及び無償貸付けまたは減額貸付

けの規定を見直すため、今回、本条例の一部を改

正するものでございます。 

改正の内容につきまして、第３条第５号では、

市内の認可地縁団体が地域的な共同活動のために

使用している市が所有する集会施設やその他の普

通財産について、同財産を当該地縁団体に譲与又

は減額譲渡することを可能とするよう改正し、第

４条第１項に市が目的を持って取得した住宅用地

等の普通財産を、その目的のため貸し付ける場合、

無償または時価の低い価格での貸付けを可能とす

るものであるよう加えるものでございます。令和

５年度の新規事業であり、移住定住促進、若年層

の子育て支援として実施します住宅土地活用事業

において、本年度に西予市土地開発公社から購入

した住宅用地について、定期借地権を設定し、貸

し付けることを可能にするものでございます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○河野委員長 

安岡課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○中村委員 
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この説明資料の５項という括弧の５と書いてあ

るところに、地縁団体にそういう譲渡するという

形になっておりますけど、実際、地縁団体の認可

の申請というのは、もう皆、手続は終えたところ

なんですか。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午前 11 時 32 分） 

○河野委員長 

再開を告げる。  （再開 午前 11 時 37 分） 

○山住総務部長 

ただいま中村委員からの御質問でございますけ

れども、認可地縁団体につきましては総務課の所

管になっておりまして、今回の集会所を対象とし

た件につきましては、まちづくり推進課の所管と

なっております。内容につきましてはまちづくり

推進課で確認いただいたらと思います。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 13 号「西予市財産

の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例の一部

を改正する条例制定について」原案に賛成の委員

の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

続きまして、議案第 36 号「令和５年度西予市

一般会計予算」のうち財政課所管分を議題といた

します。 

安岡課長の説明を求めます。 

○安岡財政課長 

それでは議案第 36 号「令和５年度西予市一般

会計予算」について、まずは令和５年度一般会計

予算の概要、特徴について御説明いたします。 

歳入歳出予算はそれぞれ 284 億 7000 万円で、

令和４年度の 317 億 6000 万円と比較しますと、

32 億 9000 万円、10.4％の減となっております。

豪雨災害に係る復旧復興関連予算は 4 億 2800 万

9000 円を計上いたしております。 

歳入の概要について、款別に御説明いたします。

配付しております総務常任委員会資料の１ページ、

歳入款別説明資料を御覧ください。 

10 款地方交付税は、地方債の償還に係る需要

額の減、国勢調査人口の置き換え等の影響による

普通交付税の減額、14 款国庫支出金は、明浜柑

橘加工施設整備事業費、新型コロナウイルス関連

事業費等の減に伴う減額、17 款寄附金は、ふる

さと応援寄附金の増、18 款繰入金は、庁舎建設

事業基金、森林環境譲与税基金繰入金等の増、

20 款諸収入は、野村支所庁舎改築事業負担金、

畜産施設整備事業負担金の減、21 款市債は、野

村支所庁舎建設事業費、土居地区地域づくり活動

センター整備事業費、明浜柑橘加工施設整備事業

費、渓筋地区体育館建設事業費等の減に伴う減額

となっております。今後も、復旧復興事業や大型

建設事業が計画されておりますので、国県支出金、

旧合併特例事業債や過疎対策事業債などの交付税

措置率の高い有利な地方債など、歳入を的確に見

込み、適正な財政運営に努めてまいりたいと考え

ております。 

歳出の概要について款別に御説明いたします。

配付資料の２ページ、歳出款別説明資料を御覧く

ださい。 

まず、増額の大きい予算科目といたしまして、

3 款民生費では、養護老人ホーム三楽園建設事業

費、児童公園整備事業費等の増、7 款商工費は、

ふるさと納税推進事業費等の増、13 款諸支出金

は、ふるさと応援基金積立金の増となっておりま

す。 

次に、減額の大きい予算科目といたしましては、

2 款総務費は、野村支所庁舎建設事業費、土居地

区地域づくり活動センター整備事業費等の減、

4 款衛生費は、予防接種事業費、新型コロナウイ

ルスワクチン接種事業費、野村病院事業会計繰出

事業費等の減、6 款農林水産業費は、明浜柑橘加

工施設整備事業費、畜産施設整備事業費等の減、

8 款土木費は、三瓶地区雨水公共下水道事業費、

小規模住宅地区等改良事業費等の減、10 款教育

費は、渓筋地区体育館建設事業費、新型コロナウ

イルス感染関連事業費等の減となっております。 

それでは、予算書に沿いまして、財政課所管分

の主なものについて、歳入予算から御説明いたし

ます。配付資料は３ページ、歳入の科目別内訳表

を御覧ください。 

財政課の歳入予算科目、2 款地方譲与税から
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11 款交通安全対策特別交付金までの予算計上に

つきましては、国が公表、通知をしております令

和５年度の地方財政の見通し、予算編成上の留意

事項等についてと、令和５年度地方税及び地方譲

与税収入見込額などを基本としつつ、当市の過去

の収入実績により調整を行い計上いたしておりま

す。それでは、主な予算科目について御説明いた

します。 

予算書は 14 ページとなります。2 款地方譲与

税、1 項 1 目地方揮発油譲与税 5723 万 7000 円で

ありますが、対前年度 3.4％、201 万 1000 円の減

となっております。 

予算書は 15 ページになります。2 項 1 目自動

車重量譲与税 1 億 7457 万 9000 円でありますが、

対前年度 4.8％、885 万 3000 円の減となっており

ます。続いて 3 款 1 項 1 目利子割交付金 262 万

7000 円でありますが、対前年度 28.1％、102 万

6000 円の減となっております。4 款 1 項 1 目配当

割交付金 1872 万 6000 円でありますが、対前年度

48.7％、613 万 6000 円の増となっております。 

予算書は 16 ページをお開きください。5 款

1 項 1 目株式等譲渡所得割交付金 1364 万 7000 円

でありますが、対前年度 19.9％、226 万 5000 円

の増となっております。6 款 1 項 1 目法人事業税

交付金 6340 万 1000 円でありますが、これは、県

税である法人事業税の一部を市町に対して、従業

者数で案分して交付するものでございます。増額

の理由といたしましては、交付基準に用いる数値

が、従業者数と法人税割額との併用から、従業者

数のみに変更となったことであります。対前年度

28.1％、1390 万 1000 円の増となっております。

7 款 1 項 1 目地方消費税交付金 8 億 9550 万

8000 円でありますが、愛媛県の予算要求額を基

本にして、一般財源分と社会保障財源分とに区分

して試算をしております。消費税 10％のうち、

2.2％が地方消費税となりましてそのうち一般財

源分は 1.0％、国勢調査人口と経済センサス基礎

調査の従業者数により案分され、社会保障財源分

は 1.2％、国勢調査人口により案分されます。対

前年度 11.3％、9104 万 7000 円の増となっており

ます。 

続きまして、8 款 1 項 1 目環境性能割交付金

1757 万 7000 円でありますが、対前年度 21.4％、

477 万 2000 円の減となっております。 

予算書は 17 ページになります。9 款 1 項 1 目

地方特例交付金 1778 万 1000 円でありますが、国

の制度変更等により、地方負担の増や減収が生じ

るときに交付されるもので、令和５年度は個人住

民税の減収補填に係る予算を計上しております。

前年度比較 6.0％、114 万 5000 円の減でございま

す。 

続きまして、10 款 1 項 1 目地方交付税 123 億

5000 万円でございます。普通交付税につきまし

ては、対前年度 2.6％、3 億円減の 111 億円を計

上いたしております。減額の要因としましては、

地方債の償還に係る需要額の減、国勢調査人口等

の置き換えに係る数値急減補正の減等が挙げられ

ます。後ほど説明いたします臨時財政対策債を含

めた実質的な普通交付税額を令和４年度の当初算

定実績と比較しますと、1 億 5133 万 4000 円の減

少の試算となっております。交付税に依存する当

市の歳入構造においては、今後も国の交付税制度

の動向に注意が必要だと認識しております。 

次に、特別交付税につきましては、令和５年度

の特殊財政事情の経費が、当初予算計上時点では、

適切に試算が出来ないということもありますので、

当初予算では、対前年度 1.2％、1500 万円増の

12 億 5000 万円を計上いたしております。 

続きまして、11 款 1 項 1 目交通安全対策特別

交付金 397 万 9000 円でありますが、対前年度

3.6％、14 万 9000 円の減となっております。 

続きまして予算書は 19 ページをお開きくださ

い。13 款 1 項 1 目総務使用料 1 節総務管理使用

料 941 万 6000 円でありますが、財政課所管分と

して、市有施設を太陽光発電設備事業者に貸付け

しております使用料 154 万 7000 円と、庁舎使用

料 7000 円を計上いたしております。 

続きまして予算書は 29 ページをお開き願いま

す。15 款 1 項 1 目総務費県負担金、権限移譲事

務等市町交付金 241 万 6000 円のうち、財政課所

管分 200 万 5000 円でありますが、過去３年間の

伸び率の平均から、前年度比較 0.8％、1 万

7000 円の減を見込んでおります。 

続きまして、予算書は 34 ページになります。

配付資料については４ページになります。16 款

1 項 1 目財産貸付収入、1 節土地建物貸付収入

2979 万 1000 円でありますが、財政課所管分にお

ける市有地貸付けにおきましては、電柱等敷地料
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を除き、賃貸借契約 106 件、貸付料 1321 万

2000 円、建物貸付けにおきましては、賃貸借契

約 21 件、貸付料 788 万 1000 円を計上いたしてお

ります。 

続きまして予算書は 35 ページをお開き願いま

す。2 目利子及び配当金、1 節利子 176 万円のう

ち、財政課所管分として、今後見込まれる各基金

に係る定期預金及び普通預金利子を計上いたして

おります。財政調整基金利子 37 万 6000 円、減債

基金利子 14 万 1000 円などであります。 

予算書は 36 ページをお開き願います。2 節配

当金 3,000 円でありますが、株式会社どんぶり館、

株式会社みずほフィナンシャルグループ、四国電

力株式会社の株式配当金を頭出しで計上いたして

おります。 

続きまして 2 項 1 目不動産売払収入 100 万円で

ありますが、法定外公共物等の土地売払収入とし

て計上いたしております。 

続いて、17 款 1 項 1 目一般寄附金であります

が、頭出しとして 1,000 円を計上いたしておりま

す。 

続きまして予算書は 37 ページから 38 ページに

にかけてとなります。18 款 2 項 1 目財政調整基

金繰入金 8 億 2245 万 4000円でありますが、一般

会計全体の収支不足額を繰り入れるもので、前年

度より 2363 万 4000 円の増となっております。 

続きまして、10 目減債基金繰入金 3 億円であ

りますが、借入金である市債の返済償還金に充当

いたしております。11 目庁舎建築事業基金繰入

金 1 億 6580 万円でありますが、野村支所庁舎建

設事業において、旧支所の解体工事及び跡地の駐

車場整備工事に充当いたしております。 

続きまして 38 ページ、配付資料は５ページと

なります。34 目公共施設整備基金繰入金 4590 万

円でありますが、明浜ふるさと創生館の解体跡地

整備、文書館の解体撤去、米博物館の教室改修等

に充当いたしております。 

続きまして、予算書は 39 ページをお開きくだ

さい。19 款 1 項 1 目繰越金 3 億 460 万円のうち、

財政課所管分 3 億円でありますが、令和４年度の

繰越金見込額を計上いたしております。 

続きまして予算書は 42 ページをお開き願いま

す。20 款 5 項 3 目市町振興協会収入、2 節市町振

興協会交付金 645 万 3000 円でありますが、ハロ

ウィンジャンボ宝くじ収益金のうち、愛媛県から

交付された交付金及び交付金から生ずる受取利息

を財源として交付されるもので、過去５年間の実

績伸び率の平均から、前年度比較 1.3％、8 万

5000 円の減といたしております。4 節市町振興協

会基金交付金 889 万 4000 円でありますが、サマ

ージャンボ宝くじ収益金をもって、愛媛県が協会

に交付する交付金を積み立てる基金を財源として

交付されるもので、過去５年間の実績伸び率の平

均から、前年度比較 1.8％、16 万 4000 円の減を

見込んでおります。 

続きまして 4 目雑入、2 節総務費雑入 4908 万

1000 円のうち、財政課所管分は 697 万円でござ

います。内訳としましては、貸付建物等に係る電

気料、水道料、ＣＡＴＶサブセンター電気等使用

料、災害保険給付金、自動車損害共済給付金など

を計上いたしております。 

続きまして、予算書は 47 ページをお開き願い

ます。21 款 1 項 8 目臨時財政対策債 8200 万円で

ありますが、国が公表しております、令和５年度

地方債計画の伸び率は 43.9％の減でありますが、

財政力の低い自治体には、臨時財政対策債の発行

可能額を少なくして地方交付税の交付額で調整を

されていますので、当市においては、過去の発行

可能額を参考として、令和４年度実績額から

47.1％の減といたして計上をしております。 

次に、歳出について御説明いたします。配付資

料は６ページ、事務事業別の事業費財源内訳表を

御覧ください。予算書は 53 ページから 54 ページ

にかけてとなります。2 款 1 項 3 目財政管理費

5736 万 5000 円でありますが、まず、財政管理費

庶務事業 520 万 4000 円でありますが、消耗品費、

印刷製本費、コピー使用料などの事務経費のほか、

公会計財務書類作成に係る経費を計上いたしてお

ります。なお、令和５年度より、事務事業の見直

しに伴い、公会計整備支援事業をこの事務事業に

統合をしております。次に、職員給与費財政管理

費 5216 万 1000 円でありますが、財政課職員、財

政係にかかる給料、手当、共済費等を計上いたし

ております。 

続きまして、予算書は 55 ページから 58 ページ

にかけてとなります。5 目財産管理費 4 億

5314 万 3000 円のうち、財政課所管分といたしま

して、庁舎維持管理事業 6737 万 5000 円でありま
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すが、本庁及び各支所庁舎の維持管理において、

光熱水費や修繕料をはじめ、電気保安、昇降機、

空調機器などの施設設備点検業務委託経費などを

計上し、対前年度 4.5％、291 万円の増額となっ

ております。増額の要因としましては電気料金の

高騰等が挙げられます。 

続きまして、公用車維持管理事業 1882 万

2000 円でありますが、財政課及び各支所地域生

活課が管理する公用車の維持管理経費として、燃

料費、車検経費、市有バス運行業務委託料などを

計上し、対前年度 2.1％、38 万 2000 円の増額と

なっております。 

続きまして、市有財産維持管理事業 1920 万

5000 円でありますが、土地や本庁舎及び各支所

庁舎以外の建物の維持管理経費を計上し、対前年

度 83.8％、9958 万 8000 円の減額となっておりま

す。主な減額内容につきましては、平成 30 年７

月豪雨で被災しました施設、野村体育館、野村支

所第４別館、野村トレーニングセンター、野村老

人憩の家、大和田農村環境改善センター等の施設

の解体と、野村高齢者工芸館の倉庫への改修工事

が、令和４年度で完了したことによるものでござ

います。 

続きまして損害・災害共済事業（公用車・市有

建物）1831 万 2000 円でありますが、公用車の任

意保険事業及び市営市有建物等の損害保険事業に

関するものでございます。 

続きまして消防施設維持管理事業 112 万

8000 円でありますが、市有施設を対象に、消防

設備保守点検等で不備を指摘された箇所の修繕に

要する経費を計上するものでございます。対前年

度 72.8％、302 万 3000 円の減となっております。

減額の主な理由は、消防法に基づく消火器更新が

終了したということでございます。 

続きまして配付資料は７ページになります。会

計年度任用職員給与費（庁舎維持管理事業）

1861 万 1000 円でありますが、本庁及び支所庁舎

の庁舎清掃等の業務に従事する会計年度任用職員

に要する経費を計上するものでございます。対前

年度 12.3％、203 万 2000 円の増額となっており

ます。 

続きまして 56 ページにかけてとなりますが、

会計年度任用職員給与費（庁舎宿直・夜直事業）

1904 万 6000 円でありますが、本庁の宿直業務及

び支所庁舎の夜直業務に要する経費を計上するも

のであります。令和５年度から、支所庁舎の宿直

業務が夜直業務として切り替わることとなってお

ります。対前年度 50.5％、1945 万 9000 円の減と

なっております。 

続きまして職員給与費（財産管理費）7090 万

3000 円でありますが、財政課職員、管財係、契

約管理係に係る給料、手当、共済費等を計上いた

しております。 

続きまして、企業会計への繰出事業であります。

野村介護老人保健施設事業、つくし苑になります

が、西予市民病院事業、野村病院事業、水道事業、

簡易水道事業、農業集落排水事業、公共下水道事

業の７事業における繰出金であります。内容につ

きましては、それぞれの企業会計所管の委員会で

の御審議をいただいているところでありますので、

予算額と対前年度の比較のみの御説明とさせてい

ただきます。 

予算書は 81 ページから 83 ページにかけてとな

ります。3 款 1 項 3 目老人福祉費、野村介護老人

保健施設事業会計繰出事業 1 億 789 万 8000 円で

ありますが、地方公営企業繰出基準に準じた企業

債元利償還金、基礎年金拠出金、児童手当を要す

る経費などについて、繰り出すものでございます。

対前年度 3.2％、335 万 7000 円の増でございます。 

予算書は 109 ページになります。4 款 3 項 1 目

病院費 8 億 2930 万 8000 円でありますが、西予市

民病院及び野村病院に対し、地方公営企業繰出基

準に準じた企業債元利償還金、救急医療確保、高

度医療に要する経費などについて、繰り出すもの

でございます。対前年度 12.5％、1 億 1865 万

3000 円の減でございます。西予市民病院事業会

計繰出事業 5 億 1229 万円、野村病院事業会計繰

出事業 3 億 1701 万 8000 円を計上いたしておりま

す。 

予算書は 110 ページから 111 ページにかけてと

なります。4 項 1 目水道費、水道事業会計繰出事

業 4310 万 5000 円でありますが、地方公営企業繰

出基準に準じた企業債元利償還金、消火栓維持管

理に要する経費などについて、繰り出すものでご

ざいます。対前年度 55.2％、5306 万 9000 円の減

でございます。 

続きまして簡易水道事業会計繰出事業 3630 万

5000 円でありますが、地方公営企業繰出基準に
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準じた企業債元利償還金、消火栓維持管理に要す

る経費について、繰り出すものでございます。対

前年度 25.0％、1211 万 8000 円の減でございます。 

予算書は 115 ページから 117 ページにかけてと

なります。6 款 1 項 3 目農業振興費、下水道事業

会計（農業集落排水）繰出事業 2 億 7427 万

9000 円でありますが、地方公営企業繰出基準に

準じた分流式下水道地方公営企業法の適用に要す

る経費などについて、繰り出すものでございます。

対前年度 30.2％、6359 万 9000 円の増でございま

す。 

予算書は 150 ページとなります。8 款 5 項 2 目

公共下水道費、下水道事業会計（公共下水道）繰

出事業 3 億 1384 万 9000 円でありますが、地方公

営企業繰出基準に準じた分流式下水道地方公営企

業法の適用に要する経費などについて繰り出すも

のでございます。対前年度 7.7％、 2623 万

1000 円の減でございます。 

続きまして、配付資料は８ページ、予算書は

199 ページから 200 ページにかけてとなります。

12 款 1 項 1 目元金 43 億 709 万 8000 円のうち、

財政課所管分 43 億 174 万 7000 円でありますが、

令和５年度償還予定の元金分を計上いたしており

ます。対前年度 99 万円、0.02％の減となってお

ります。 

続きまして、2 目利子 1 億 1431 万 7000 円のう

ち、財政課所管分 1 億 1388 万円でありますが、

令和５年度償還予定の利子分を計上いたしており

ます。対前年度 239 万 3000 円、2.1％の増となっ

ております。 

公債費と関連いたします地方債現在高の状況で

ございますが、予算書は最終ページ、218 ページ

をお開き願います。表の左から、地方債の区分ご

とに、令和３年度末現在高、令和４年度末現在高

見込額、令和５年度中の増減見込額、令和５年度

末現在の見込額となっております。最下段の合計

欄を御覧いただきますと、令和３年度末現在高は

396 億 2595 万 4000 円、令和４年度末現在高見込

額は 413 億 7387 万 1000 円、令和５年度末現在の

見込額は 400 億 7507 万 3000 円となっておりまし

て、令和５年度においては、起債額が償還額を下

回る見込みとなっておりまして、年度末の残高が、

令和４年度末見込みより 12 億 9879 万 8000 円減

少する見込みとなっております。なお、災害復旧

事業債、緊急防災・減災事業債、旧合併特例事業

債、辺地対策事業債、過疎対策事業債、臨時財政

対策債など、いずれも、普通交付税算入率が７割

を超える財政的に有利な地方債を活用していると

ころでございます。 

続きまして予算書は 200 ページから 201 ページ

にかけてとなります。13 款 2 項 1 目基金費 6 億

1263 万 2000 円のうち、財政課所管の財政調整基

金をはじめ、合計７基金の預金利子分を積み立て

るものでございます。 

最後に、予算書は 202 ページを御覧ください。

14 款予備費は、緊急時の支出を勘案して 2500 万

円増の 5000 万円を計上いたしております。 

以上、説明とさせていただきます。よろしく御

審議の上、御決定くださいますようお願い申し上

げます。 

○河野委員長 

安岡課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○中村委員 

タブレットでの説明資料の 20 款諸収入とあり

ますけれども、ここの中で、畜産施設整備事業負

担金がこういう 1 億 4200 万ですか、減額なって

おりますけど、この辺のところをちょっと説明お

伺いしたいんですけども。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後０時 13 分） 

○河野委員長 

再開を告げる。  （再開 午後０時 16 分） 

○安岡財政課長 

今ほどの御質問にお答えいたします。どんぶり

館の近くにあります、愛媛県の家畜衛生保健所用

地について、造成等の工事に対する負担金が減額

したものでございます。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 36 号「令和５年度

西予市一般会計予算」のうち財政課所管分につい

て、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 
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○河野委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後０時 16 分） 

 

【監理用地課】 

○河野委員長 

再開を告げる。  （再開 午後０時 18 分） 

それでは、監理用地課の審査を行います。 

議案第 36 号「令和５年度西予市一般会計予

算」のうち監理用地課所管分を議題といたします。  

松本課長の説明を求めます。 

○松本監理用地課長 

議案第 36 号「令和５年度西予市一般会計予

算」の監理用地課から財政課及び建設課に移管と

なります予算について、予算書に基づき御説明を

申し上げます。 

最初に財政課移管分の予算につきまして、予算

書の歳出の 55 ページから 58 ページを御覧くださ

い。歳入歳出予算事項別明細書で御説明をさせて

いただきます。 

2 款総務費、1 項総務管理費、5 目財産管理費、

本年度予算額 4 億 5314 万 3000 円のうち、契約監

理事業の 282 万 2000 円、住宅土地活用事業の

2070 万 1000 円を予算計上いたしました。契約監

理事業は、契約監理室が行う工事の発注や物品購

入に際しての入札及び契約に係る経費を計上する

ものであります。主な内訳は、県電子入札システ

ム共同利用推進費負担金の 230 万 3000 円でござ

います。県と県内 20 の市町が共同利用する電子

入札システム運営費に係る市の負担金を計上する

ものであります。負担額の積算基準は、システム

の保守管理と、年度内に予定するシステム改修の

経費について、大枠として２分の１を県が負担し、

残り２分の１を市町がそれぞれの入札件数に応じ

た割合に基づいて負担することとなっております。

そのため、負担金は、令和５年度の入札予定件数

の調査をもとに、県が算定した金額を計上してお

ります。その他の経費としましては、入札参加資

格要件となる建設会社の施工実績や技術者の状況

などの情報検査を行うためのシステム使用料、郵

便料などを計上しております。 

続きまして、新規事業の住宅土地活用事業は、

市で購入しましたみどり団地の６区画を、お得に

住もう！せいよ事業を行うための経費を計上する

ものであります。御手元に配信の資料もあわせて

御覧ください。事業の内容は、市内外の子育て世

帯に、市の所有する土地に定期借地権を設定する

ことで、安価に提供し、あわせて住宅取得費の応

援金や子育て応援金を支給して、子育て世代の支

援や移住定住による人口増加を図るものでありま

す。主な内訳は、住宅土地活用事業補助金の

2050 万円でございます。具体的には、住宅取得

応援金で、定期借地権の土地に住宅を建設する場

合に 100 万円の応援金と最大 75 万円の住宅ロー

ンの利子補給を行う費用として合計 175 万円の６

区画分 1050 万円、西予で子育て応援金で、市ま

たは公社の所有する分譲地に住宅を建設し、引っ

越した場合、子ども１人当たり 50 万円を支給す

る費用として 1000 万円を計上しております。ま

た、土地取得優遇措置として、定期借地権の土地

の貸付け契約の保証金の優遇措置も行います。そ

の他の経費としましては、定期借地権の事務に係

る手数料、消耗品、郵便料などを計上しておりま

す。 

続きまして、予算書の歳入の 34 ページを御覧

ください。16 款財産収入、1 項財産運用収入、

1 目財産貸付収入、本年度予算額 5707 万 8000 円

のうち、100 万 1000 円を予算計上いたしました。

定期借地権の貸付けに係る貸付料で、みどり団地

６区画分でございます。 

次に、建設課用地登記係の予算につきまして、

予算書の歳出の 141 ページから 143 ページを御覧

ください。8 款土木費、1 項土木管理費、1 目土

木総務費、本年度予算額 2 億 9057 万 4000 円のう

ち、道路地籍整備事業の 442 万 1000 円を計上い

たしました。道路地籍整備事業は、市道の道路敷

となっている用地の未登記箇所について、改めて

測量を行い、地権者から使用承諾などの手続を進

めるための経費を計上するものであります。主な

内訳は、職員での対応が難しい急傾斜地や山林な

どの作業効率を考慮し、業者委託により測量を行

うための測量委託料 306 万 6000 円でございます。

その他の経費としましては、測量機器の検定手数

料や衛星測位システムに係る回線使用料、測量製

図システムの更新費用及び保守委託料などを計上

しております。なお、道路地籍整備事業では、歳
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入予算は該当がございません。 

以上で、議案第 36 号「令和５年度西予市一般

会計予算」の監理用地課分から移管する分の御説

明とさせていただきます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○河野委員長 

松本課長の説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

○中村委員 

この 141 ページの道路地籍整備事業、今年は

442 万 1000 円とありますけれども、この整備事

業というのは、延々と続くのかなあという気がす

るわけですけれども、大体そういう地籍が測量が

出来てないところがこれたくさんあると想定して

おりますけれども、大方終了するというような見

込みはたっておるんでしょうか。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後０時 25 分） 

○河野委員長 

再開を告げる。  （再開 午後０時 26 分） 

○松本監理用地課長 

予定としては、令和 17 年で完了する予定なっ

ております。 

○源委員 

そしたら予算書 55 ページ、住宅土地活用事業

についてお尋ねしたいと思います。この間ある程

度要綱をいただいて拝見したんですけど、これ単

純に、市内市外はまず問わないということでよろ

しいんでしょうか、まず１点目です。 

○松本監理用地課長 

該当するのは市内市外は問いません。 

○源委員 

２点目、例えば、今回定期借地をつくられた土

地がみどり団地であると、12 月定例会のときに

こういった案が出てきてその際にも質問したと思

うんですけど、今後、例えば、土地開発公社が所

有されてるのはほかにさくら団地であったりとか、

三瓶町のいぶき団地、城川町高野子団地があるか

と思うんですけど、そのあたりまで広げる考えが

あるのかどうか。特に同じ宇和町のさくらのほう

は、距離的にも２キロ程度しか変わらないとは思

うんですが、その辺りの考えについてお尋ねをい

たします。 

○山住総務部長 

今ほどの源委員の御質問にお答えをさせていた

だきます。今回みどり団地につきましては試行的

ということでまず取り組んでいるものでございま

す。その状況を踏まえた上で三瓶のいぶき団地、

城川の高野子団地というところに展開をしていく

というところまでは確かに構想の中に入っており

ます。ただし、さくら団地につきましては現在、

そこの団地につきまして分譲も進んでおりますの

で、状況を見た上での判断ということで、現段階

においては、さくら団地を適用するという計画は、

今のところはございません。 

○源委員 

最後にちょっと事前にいただいた監理用地課の

資料、今見ながら話してるんですけれども、予定

と書いてあるんですが、「せいよ de 子育て応援

金」を御用意しますと、これ見ると 12 歳以下の

子ども 1 人で 50 万円を提供すると、みどり団地

以外の土地開発公社の住宅地に住宅建設し、転居

された方も対象ですというふうに予定のとこあり

ますが、土地開発公社の住宅地以外、民間地です

よね、そういった場合はどのような取扱いになる

でしょうか、お尋ねいたします。 

○松本監理用地課長 

今現在は市と土地開発公社の所有する物件だけ

として考えております。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 36 号「令和５年度

西予市一般会計予算」のうち監理用地課所管分に

ついて、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後０時 29 分） 

 

【政策企画部】 

【まちづくり推進課】 
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○河野委員長 

再開を告げる。  （再開 午後１時 27 分） 

これより、政策企画部の審査を行います。 

審査に先立ちまして、宇都宮部長より挨拶をお

願いいたします。 

○宇都宮政策企画部長 

宇都宮部長が挨拶を行う。 

○河野委員長 

それでは、議案第 46 号「西予市生活交通バス

条例の一部を改正する条例制定について」を議題

といたします。 

長野課長の説明を求めます。 

○長野まちづくり推進課長 

それでは、議案第 46 号「西予市生活交通バス

条例の一部を改正する条例制定について」御説明

申し上げます。 

本議案は、土居診療所の診療日の変更に伴い、

城川地区生活交通バスの運行内容を変更する必要

が生じたことから、変更案について、関係地域へ

の説明を行った後、西予市地域公共交通活性化協

議会にて御承認いただきましたので、令和５年４

月１日から、生活交通バス運行内容の一部を見直

すものであります。 

内容といたしましては、城川地区生活交通バス

の運行路線について、利用状況に合わせまして、

これまで、土居診療所行き、魚成、中津川、今田

から土居線を城川支所行き、魚成、中津川、今田

から下相線とするものであります。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○河野委員長 

長野課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○中村委員 

ここに提案理由として、土居診療所の診療日の

変更に伴いとありますが、実際はどういうように

なって変更になったんですか。 

○長野まちづくり推進課長 

土居診療所の変更ですが、これまで、火曜日、

木曜日、金曜日の診療となっておりましたものが、

令和５年４月１日から、火曜日、木曜日の２日と

変更となります。 

○中村委員 

前もそういうようになると聞いたんですけれど

も、もうこれ、時間は、今後検討するとかいうよ

うなことだったように思いますが、時間なんかも

決まって、このバス路線の運行自体が、スムーズ

に合致するような形になっておるんですか。 

○長野まちづくり推進課長 

現在のところ、火曜日と木曜日は１日診療され

るとお伺いしておりますので、それに合わせた生

活交通バスの運行時間を設定させていただいてお

ります。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 46 号「西予市生活

交通バス条例の一部を改正する条例制定につい

て」原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

続きまして、議案第 36 号「令和５年度西予市

一般会計予算」のうちまちづくり推進課所管分を

議題といたします。 

長野課長の説明を求めます。 

○長野まちづくり推進課長 

議案第 36 号「令和５年度西予市一般会計予

算」のうちまちづくり推進課所管分の主な事務事

業と予算、また、その概要を御説明させていただ

きます。西予市一般会計予算書に基づき、歳入歳

出予算につきまして、歳出予算から御説明いたし

ます。 

予算書の 61 ページを御覧ください。 

2 款総務費、1 項総務管理費、21 目地域づくり

活動センター費を 3 億 9328 万 1000 円とするもの

です。その内訳は、事業概要欄に記載しておりま

すとおり 27 の事業、２件の職員給与費を計上し

ております。それでは事業ごとに御説明いたしま

す。地域づくり活動センター費庶務事業の 853 万

3000 円ですが、地域づくり活動センター運営委

員会委員報酬 518 万 4000 円ほか、各センターに

設置しておりますＡＥＤリース料 108 万円など、

地域づくり活動センター推進に係る庶務経費とな
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ります。 

次に、各センターの管理運営費ですが、これま

で、公民館維持管理事業として、主に施設の維持

管理に係る経費を組んでおりましたが、事務事業

を地域づくり活動センター管理運営事業として引

き継いでおります。こちらは、従来の地区公民館

から移行するセンターのほかに、野村町の大野ヶ

原、三瓶町の下泊の二つの地区をセンターに加え、

26 事業となっております。同じようにセンター

が新たに設置されます周木地域づくり活動センタ

ーにつきましては、旧周木小学校をセンター施設

として整備が完了するまでは、二木生地域づくり

活動センター、現在の三瓶北公民館を供用します

ので、維持管理費が発生しないため、事務事業は

ございません。26 の管理運営費は、合計で

5356 万 9000 円となります。また、魚成地域づく

り活動センターにおいては、交換推奨年数経過に

よる高圧機器更新、キュービクルの塗装工事が必

要となっており、工事請負費 423 万 5000 円を計

上いたしました。なお、経費財源の一部に公共施

設整備基金繰入金 420 万円、各地域づくり活動セ

ンターの財産収入 32 万 7000 円、使用料 54 万

6000 円、諸収入 316 万 8000 円を充当しておりま

す。 

次に、会計年度任用職員給与費 9431 万 8000 円

でございますが、各センターのセンター長 26 名、

事務職員 25 名の人件費となります。 

次に、予算書の 72 ページを御覧ください。

2 款総務費、8 項地域振興費、1 目地域振興費を

4 億 6532 万円とするものです。この内訳は、事

務事業概要欄に記載しておりますとおり、10 事

業の事業費でございます。それでは、事業概要欄

の順番に御説明いたします。初めに地域振興費庶

務事業 67 万 5000 円でございますが、愛媛地域活

力創造センター負担金のほか、当課所管の地域振

興に係る各種協議会等への負担金及び庶務事業に

係る事業費でございます。 

次に、移住交流促進事業 4255 万 9000 円でござ

いますが、この事業は、市外からの移住促進によ

り持続可能な地域社会を形成することを目的とし

て、一般社団法人西予市移住定住交流センターへ

の移住交流促進事業の委託、移住交流促進協議会

の開催、移住フェアなどのイベントへの参加や実

施を行うものであります。令和５年度の主な事業

費といたしましては、移住者住宅改修支援事業補

助金 820 万円、移住支援事業補助金 200 万円、民

間や地域団体が実施するテレワーク環境を備えた

コワーキングスペースやゲストハウスの整備、ま

た、移住体験住宅等の整備などを支援する移住交

流促進事業補助金として 550 万円があります。令

和３年度から実施しております移住マッチング事

業ですが、参加していただいた地域づくり組織や、

参加者からも大変好評をいただいており、参加者

から移住された方も２名おられます。確かな手応

えを感じておるところでございます。令和５年度

も引き続き実施することとしております。また、

都市部での移住フェアについても、県内自治体が

連携した大規模フェアの実施をはじめ、今年度以

上に積極的に出展することとしており、これら移

住交流促進業務を令和５年度より、一般社団法人

西予市移住定住交流センターの委託業務に追加い

たしまして、委託料 895 万 4000 円を計上し、よ

り柔軟な対応によって、移住者及び関係人口の拡

大を目指します。また移住定住策施策を支える移

住定住交流センターの役割は、今後ますます重要

となってきており、安定した運営を行うため運営

補助金として 1232 万円を計上し、事務局機能と

体制の強化を図ります。また、令和４年度から、

愛媛県が南予５市町と連携して、子育て世代をタ

ーゲットとした移住促進応援を行っており、引き

続き令和５年度もその負担金として 120 万円を計

上しております。なお、経費財源の一部に、地方

創生推進交付金などの国庫補助金 1008 万 8000 円、

移住者住宅改修等の県補助金 560 万円と、地域振

興債 410 万円、使用料 14 万円、諸収入 70 万

8000 円を充当しております。 

次に、地域おこし協力隊事業 1 億 4189 万

4000 円でございますが、平成 28 年度から取り組

んでおります西予市版田舎で働き隊は、地域づく

り組織等が地域おこし協力隊制度を活用し、地域

住民が主体となって、地域おこし協力隊の活動や

定住を支援し、地域課題解決や活性化に向けて活

動していただくものです。令和５年度は、現役隊

員 23 名に加え、新たに７名の隊員受入れを予定

しております。主な予算は、隊員等報償金

8248 万 2000 円、隊員の活動支援業務委託料等

5711 万 2000 円、せいよ地域おこし協力隊起業支

援補助金 200 万円であります。 
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次に、姉妹市町交流事業 391 万 5000 円でござ

いますが、姉妹市町である北海道黒松内町と両住

民の相互理解や友好の絆を深めることを目的に行

っている交流事業であります。令和２年の新型コ

ロナウイルス感染拡大により、しばらく交流を行

うことが出来ておりませんでしたが、令和４年度

にようやく再開することが出来ました。令和５年

度におきましては、旧野村町との姉妹市町交流を

始めてから、交流 30 周年を迎えることとなり、

相互の交流事業を拡大して行うとともに、過去の

交流活動の記録をまとめ、記念誌を発行するため

の予算を計上いたしました。 

次に、地域づくり活動センター推進事業 1 億

9653 万 2000 円でございます。事業予算の内訳と

いたしましては、地域づくり組織に対して交付す

る基礎型交付金に 7000 万円、手上げ型交付金に

3000 万円、地域任用職員を雇用する経費として

9000 万円を主に計上したほか、地域づくり人材

を養成するための地域人材育成セミナー開催経費

156 万 3000 円、地域づくり組織の活動を側面か

ら支援する地域担当職員の時間外勤務手当 275 万

4000 円などを計上いたしました。なお、経費財

源に過疎対策事業債ソフト事業分として 7000 万

円を基礎型交付金に、それから、地域振興基金か

ら繰入金として 1 億 2000 万円を地域任用職員の

人件費相当分 9000 万円と手上げ型交付金の

3000 万円にそれぞれ充当し、そのほか、地域振

興基金利子 47 万 2000 円、ふるさと応援基金繰入

金 220 万円、地域活性化センター助成金 150 万円、

諸収入 6 万円を充当しております。 

次に、地域活動助成事業 900 万円でございます

が、これは一般財団法人自治総合センター及び一

般社団法人地域活性化センターが実施する助成事

業について、広く募集を行ったところ、４団体か

ら申請がございましたので、予算計上するもので

す。なお、経費財源は全額の 900 万円に自治総合

センター及び地域活性化センター助成金をそれぞ

れ充当しております。 

次に、集会所施設整備事業 600 万 3000 円でご

ざいますが、主な予算は、市内の集会所改修事業

の補助金でございます。 

次に、集会施設移行推進事業 729 万 8000 円で

ございますが、令和５年４月から、地区公民館を

地域づくり活動センターに移行することにより、

西予市公民館条例が廃止となり、公民館分館も廃

止となることに伴い、公民館分館等を集会施設へ

移行推進するための支援措置として、分館以降に

関する整備計画書に基づき、維持管理経費等に対

して、補助金 682 万 9000 円と普通財産である集

会施設を認可地縁団体に無償譲渡する際の登記費

用 46 万 9000 円を計上するものです。  

次に高齢者活動施設管理事業 75 万 5000 円でご

ざいますが、この施設は城川町野井川地区と川津

南地区にある二つの施設の維持管理料であります。

防災面でも地区唯一の指定避難所となっており、

この地域の拠点施設となっています。なお、経費

財源の一部に使用料等となる諸収入 58 万 9000 円

を充当しております。 

次に予算書の 74 ページから 75 ページを御覧く

ださい。2 款総務費、8 項地域振興費、3 目生活

交通バス対策事業費を 1 億 6702 万円とするもの

です。内訳は事業概要欄に記載しておりますとお

り８事業ございますので順に御説明いたします。 

初めに地域公共交通確保維持改善事業 1 億

206 万 5000 円でございますが、宇和島バスが運

行する 17 路線を維持するために、生活交通バス

路線維持確保対策事業補助金 1 億 75 万円と、市

内の公共交通の運行について協議する地域公共交

通活性化協議会の開催に必要な経費 55 万 8000 円

を計上いたしました。 

次に、デマンド乗合タクシー運行事業など、各

地域を運行する７事業でございますが、市内の公

共交通等空白地域において、通院や買物等の移動

手段として、市民の生活交通手段確保のため、デ

マンド乗合タクシー、生活交通バス、廃止代替バ

スなどを運行する経費であります。なお、経費財

源の一部に地域公共交通確保維持改善事業費国庫

補助金 288 万 6000 円、生活交通バス路線維持確

保対策事業費県補助金 174 万 1000 円、生活交通

バス使用料 132 万 5000 円を充当しております。

地区名が入っておりますので、それぞれの事業の

説明は省略させていただきます。 

次に、予算書の 76 ページを御覧ください。

2 款総務費、8 項地域振興費、9 目野村ダム周辺

地域振興事業費 1124 万円とするものです。野村

ダム関係交付金活用事業でございますが、水源の

森保全管理事業 319 万 1000 円、農商工連携ひと

もの交流支援事業 130 万円、野村地域教育活性化
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連絡協議会支援事業 402 万 5000 円、肱川周辺公

園管理事業 100 万円、総合型スポーツクラブ運営

支援事業 144 万円、肱川河川沿い公園管理事業

28 万 4000 円などを支援する予定でございます。  

続いて、2 款総務費、9 項企画費、1 目企画管

理費内の卯之町はちのじ事業費を 1 億 2583 万

5000 円とするものです。卯之町はちのじまちづ

くり基本構想に基づき、ＪＲ卯之町駅前複合施設

ゆるりあんを起点に、卯之町商店街及び重伝建地

区と連携を図りながら、人の交流を通して、官民

連携によるエリアマネジメントを行い、地域経済

の活性化を行ってまいります。令和４年度で整備

事業が全て終了いたしましたので、今後は施設等

の維持管理業務とイベントの運営業務等を行って

まいります。主な予算は、官民連携施設整備等委

託料 1 億 2404 万 9000 円、卯之町はちのじまちづ

くり整備事業モニタリング支援業務委託料 162 万

8000 円などであります。なお、経費財源には、

過疎対策事業債 5380 万円、市有地貸付料 317 万

8000 円、ふるさと応援基金繰入金 890 万 9000 円

を充当しております。 

次に、177 ページになります。10 款教育費、

5 項社会教育費、1 目社会教育総務費 8970 万

6000 円でございますが、これまで、まちづくり

推進課で所管しておりました高校魅力化事業が、

令和５年度から教育部まなび推進課に移管するこ

ととなりましたが、現担当課としてこの事業につ

いて御説明いたします。高校魅力化事業 1515 万

5000 円でございますが、この事業は、市内の高

校の魅力化を図り、生徒数の確保に努め、人口流

出の抑制や移住定住促進につなげることを目的と

するものであります。事業といたしましては、令

和３年度に開催された高校生と市議会との意見交

換会で出された、市内県立高校３校が連携した料

理コンテストのアイデアを、令和４年度に高校生

の皆さんが主体となって実行委員会を開催し、令

和５年度の秋に開催する予定としているほか、市

内の高校と連携した公営塾の運営により、地域資

源を活用した課題解決学習を支援してまいります。

また、令和５年度は、市内高校に遠距離通学する

市内在住の生徒に対して、新たに通学費を助成す

ることで生徒数の積極的確保に努めてまいります。

多くの議員にも御参加や御参画いただいておりま

す、西予市内高等学校魅力化推進協議会を令和３

年１月に設置し、学校地域行政が一体となって、

西予市内の高等学校の在り方について御協議いた

だくこととしており、令和５年度におきましても、

引き続き協議会において検討をしていただくこと

となっております。主な予算といたしましては、

市内県立高校３校が連携した料理コンテストへの

負担金として 30 万円、公営塾スタッフ活動支援

業務委託料や高校魅力化推進のためのアドバイザ

リー業務委託料など委託料 796 万 5000 円のほか、

高校魅力化推進協議会運営費や公営塾の環境整備

に要する経費を計上しております。なお経費財源

の一部に、国の地方創生推進交付金 582 万円、ふ

るさと応援基金繰入金 187 万 5000 円、過疎対策

事業債ソフト事業 100 万円を充当しております。 

次に、予算書の 200 ページを御覧ください。

13 款諸支出金、2 項基金費、1 目基金費を 6 億

1263 万 2000 円予算計上するもののうち、当課所

管分につきましては、事業概要欄に記載しており

ます研修基金事業 1,000 円でございます。予算は

基金の利息を積み立てるものでございます。 

それでは、次に歳入予算について御説明させて

いただきます。なお歳出において充当の説明の中

で重複する部分もありますので、簡潔に説明させ

ていただきます。 

19 ページを御覧ください。13 款使用料及び手

数料、1 項使用料、1 目総務使用料 1088 万

1000 円のうち、まちづくり推進課所管分は、1 節

総務管理使用料 941 万 6000 円のうち、各地域づ

くり活動センターの使用料合計で 54 万 4000 円、

3 節地域振興使用料におきまして、生活交通バス

使用料として、運賃収入になります 132 万

5000 円と移住交流体験施設の使用料 14 万円でご

ざいます。 

次に、28 ページを御覧ください。14 款国庫支

出金、2 項国庫補助金、8 目総務費国庫補助金、

2 節地域振興費国庫補助金 5148 万 1000 円のうち、

地域公共交通確保維持改善事業費国庫補助金

288 万 6000 円でございます。 

次に予算書 30 ページを御覧ください。15 款県

支出金、2 項県補助金、1 目総務費県補助金

1508 万円のうち、まちづくり推進課所管分は

734 万 1000 円になります。内訳といたしまして

は、生活交通バス路線維持確保対策事業費県補助

金 174 万 1000 円になります。これは野村町の廃
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止代替バスに対する補助金でございます。それか

ら、移住支援事業費県補助金 150 万円でございま

すが、要件を満たした首都圏からの移住者に対し

て、市が支援した事業に対する愛媛県移住支援事

業費補助金でございます。次に、移住者住宅改修

支援事業における県補助金 410 万円でございます。 

それでは次に 34 ページを御覧ください。16 款

財産収入、1 項財産運用収入、1 目財産貸付収入

予算額 5707 万 8000 円のうち、当課所管分は、市

有地貸付料 32 万 7000 円、市有建物貸付料

1131 万 5000 円のうち、317 万 8000 円となります。

各地域づくり活動センターに設置されております

自動販売機の市有地貸付料と、卯之町駅前複合施

設ゆるりあんにございます宇和郵便局に対する貸

付料になります。 

次に 35 ページを御覧ください。同じく 2 目利

子及び配当金の基金利子につきましては、当課所

管分の研修基金の利子でございます。 

次に、予算書 42 ページを御覧ください。20 款

諸収入、5 項雑入、4 目雑入、2 節総務費雑入

4908 万 1000 円のうち、当課所管分に該当いたし

ます。主なものは、説明欄にございますコピー使

用料、印刷機使用料、電話使用料、電気使用料な

ど、各地域づくり活動センターの諸収入が合計で

316 万 8000 円でございます。また、その他雑入

の 279 万 6000 円のうち、空家活用住宅使用料な

ど、134 万 9000 円が当課所管分となります。 

次に 43 ページにあります、太陽光発電売電収

入の 8000 円は、城川高齢者施設に設置してあり

ます太陽光発電の売電収入になります。それから、

自治総合センター助成金 500 万円、地域活性化セ

ンター助成金 550 万円でございますが、地域活動

助成事業に対する一般財団法人自治総合センター

及び一般社団法人地域活性化センターからの助成

金となります。 

次に 45 ページを御覧ください。21 款市債、

1 項市債、1 目総務債につきましては、当課所管

分は、地域振興債、企画債となりますが、歳出で

説明させていただきました各事業の市債でござい

ますので、説明を省略させていただきます。また、

47 ページの 7 目教育債、4 節社会教育債もござい

ますが、こちらも歳出で説明させていただきまし

た高校魅力化事業の市債でありますので説明を省

略させていただきます。 

以上、まちづくり推進課所管分、令和５年度一

般会計予算の説明とさせていただきます。よろし

く御審議の上、御決定くださいますようお願い申

し上げます。 

○河野委員長 

長野課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○中村委員 

61 ページの地域づくり活動センターの説明の

中で、管理運営委員会がつくられると言われまし

たが、これ３月なんですが人選やその確保、その

人数とか、そういう委員会の人の身分とか、ちょ

っとその辺分かりづらいんですけど、分かる範囲

で概略御説明していただいたらと思います。現在

の状況ですね。 

○長野まちづくり推進課長 

地域づくり活動センターのそれぞれの運営審議

会なんですが、こちらは、センター長から、セン

ター運営に関する内容等について、諮問して、審

議会で諮って決定していただくこととなります。

運営委員会のメンバーにつきましても、センター

長を中心に委員を選出していただきまして、決定

することとしております。センター長の任命が、

４月１日となりますので、それ以降に具体的に検

討していただけるものと考えております。今現在

それぞれのセンター検討委員会が立ち上がってお

りますが、その中で既に話合いは行われておりま

すが、正式には４月１日以降の決定と考えており

ます。 

○中村委員 

続きまして、集会所の各地区にあるいろんな集

会所は無償譲渡する登記料と言われましたけれど

も、無償譲渡を希望されとるところが、どのぐら

いあるのかなと。数ですよね。その辺ちょっとお

尋ねします。 

○長野まちづくり推進課長 

現在各地域に御案内をさせていただきまして、

今年度中に、貸付または譲渡の意向報告を地域か

ら提出していただくこととなっております。対象

施設が 221 件ございまして、現在提出していただ

いておりますのが 156 件となっており、大体

70％の地域で提出していただいております。その

中で、貸付が 151 件、譲渡が５件という提出が、
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現在のところ出ております。 

○中村委員 

貸付が 151 件で譲渡が５件というと、ちょっと、

譲渡規模が非常に少ないわけですけど、これは何

か、その前提条件があってこういうような格差が

生じておるんですか。 

○長野まちづくり推進課長 

それぞれの地域で、貸付または譲渡についてそ

れぞれ総会等でお諮りいただいて決定をしていた

だいてると思います。今現在の集会所の使用状況

と、貸付、譲渡した後の使用状況というのが、さ

ほど変化がない、変更がないというところから、

今のままであれば貸付でよろしいのではないかと

いう御意見が多いのではないかと感じております。 

○加藤副委員長 

61 ページなんですけれども、地域づくり活動

センター費の内訳のとこなんですけれども、地域

によって管理運営費の幅があると思うんですけれ

ども、その幅がどういうことでそういう幅になっ

てるのかお伺いいたします。 

○長野まちづくり推進課長 

建物の大きさにもよるかと思います。維持経費、

管理費がかかっている中で、電気代、水道代とい

ったところで、大きく関わってるところもあると

思いますが、宇和地域づくり活動センター管理費

は、48 万 1000 円とあると思います。こちらは、

教育保健センターを利用しておりますので、地域

づくり活動センターの事務室にかかる経費となる

と、極端にほかのところと比べると少なくなって

るかと思います。三瓶地域づくり活動センターに

つきましても、こちらも、三瓶文化会館を利用さ

せていただきまして、その中に地域づくり活動セ

ンターがございますので、事務所となる部屋の維

持管理費ということになりまして、ほかと比べる

と極端に少なくなってるかと思います。 

○佐藤委員 

72 ページ移住交流促進事業の中で、説明では、

移住交流センターに委託をするっていうふうな形

で 895 万を委託をするっていうようなことを、説

明があったと思うんですが、この委託される事業

はどんな事業があるのか再度、教えていただいた

らと思います。 

○長野まちづくり推進課長 

委託業務としましては、移住フェアの実施及び

参加についてを主にしていただきますのと、あと

移住マッチング事業を、これまで市で行っており

ましたが、その分についても、センターで行って

いただくよう考えております。 

○源委員 

予算書 72 ページの地域活動助成事業に関連し

てちょっといろいろとお聞きしたいんですけど、

まず先ほど課長の説明の中で４団体ほどがあると

いうふうにあったと思います。内容的にちょっと

詳しく分かりましたら説明願います。 

○長野まちづくり推進課長 

４つの団体といいますのは、予子林地区と遊子

川地区、それから、れんげ団地、野村町の下野地

区からそれぞれ最初の申請がございました。れん

げ団地につきましてはれんげ集会所の中の遊具の

設置、それから下野地区に関しましては、自走式

の斜面草刈り機の整備等を考えていらっしゃると

伺っております。 

○源委員 

ちょっとこれ私、全く分からないんで教えてい

ただきたいんですけど、予算書 74 ページについ

て、交付金、地域づくり交付金の分は分かるんで

すけど、この地域活性化センターっていうのが今

御説明いただいた分だと思いますけど、この助成

金ってあるのは、一体何なのか教えてください。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 13 分） 

○河野委員長 

再開を告げる。  （再開 午後２時 14 分） 

○長野まちづくり推進課長 

地域活性化センター助成金でございますが、こ

れは一般社団法人地域活性化センターの助成金で

ございまして、先ほど申し上げました予子林地区、

遊子川地区から申請のございました事業に対して、

市で一旦受入れをしまして、地域に交付するもの

でございます。 

○源委員 

よく分かりましたありがとうございます。もう

１点です。移住定住交流センターに関してなんで

すけど、令和２年に出来たと思うんで３年過ぎま

した。このコロナ禍ということもあってなかなか

だと思うんですけど、ただ令和３年度の決算にお

ける主要施策報告の中で、移住者に関して西予市

だけじゃなくて県も非常に増えてると思います。
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で、来年度からも強化をするというふうな形で説

明があったと思うんですが、具体的にどういった

形で強化をされていくのかなあというふうに思い

ましたんで、もう少し説明をいただいたと思いま

す。 

○長野まちづくり推進課長 

移住定住交流センターでございますが、これま

でもいろいろと市の移住交流促進事業に協力して

いただきまして業務を委託してきました。さらに

今後移住者獲得に向けて、双方で尽力していきた

いところでございますので、体制としまして市の

職員を１名派遣いたしまして事務局の機能を強化

しまして、今後センターで自立したフェアであり

ましたり、移住者獲得に向けた様々な対応をして

いただくよう考えております。 

○小玉委員 

72 ページの姉妹都市交流事業、去年黒松内か

ら中学生が来ましたけど、今年は、西予市から黒

松内へ行くような予定なんでしょうか。事業の内

容をお願いします。 

○長野まちづくり推進課長 

今年度におきましても、小学生の方が２月に黒

松内町を訪問させていただきました。来年度は

30 周年ということもございますので、冒頭で部

長の説明にもございましたように、これまでの派

遣から、市内の市民の方 10 名に訪問していただ

くよう考えております。また、市長、議長をはじ

め皆様にも御参加いただきまして、双方に交流し

たいと思っております。黒松内町から中学生の方

が毎年、来ていただきますが、黒松内町のほうで

中学生の方々に、西予市も含めて、ほかの広島市

のほうの訪問も含めた事業として毎年行っていら

っしゃいますので、中学生に関しましては双方で

行き来するというふうな事業にはなっておりませ

ん。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 36 号「令和５年度

西予市一般会計予算」のうちまちづくり推進課所

管分について、原案に賛成の委員の挙手を求めま

す。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により当委員会としては原案どおり可

決することに決しました。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 19 分） 

 

【政策推進課】 

○河野委員長 

再開を告げる。  （再開 午後２時 22 分） 

それでは、政策推進課の審査を行います。 

議案第 25 号「西予市過疎地域持続的発展計画

の変更について」を議題といたします。 

原井川課長の説明を求めます。 

○原井川政策推進課長 

それでは、議案第 25 号「西予市過疎地域持続

的発展計画の変更について」御説明を申し上げま

す。 

議案書等を御確認いただいたらと思います。国

においては、過疎地域への対策として、昭和

45 年度に過疎地域対策緊急措置法が制定されて

以降、五次にわたる時限立法措置により、今日ま

で、産業の基盤整備、社会環境整備等をはじめ、

医療、介護、福祉の確保、文化教育の振興など、

過疎地域の自立に向けた総合的な施策が講じられ、

地域社会の活性化が図られてまいりました。 

本市におきましても、法に基づき令和３年度に

過疎地域持続的発展市町村計画を策定し、過疎対

策事業債をはじめとする過疎地域の持続的発展の

ための財政上の特別措置を活用しているところで

ございます。 

議案書の２ページ目、３ページ目に新旧対照表

を添付しておりますので、そちらも御確認いただ

いたらと思います。人口減少、少子高齢化が進む

中、本市では、令和５年を少子化対策強化元年と

しており、子育て支援等の充実を今まで以上に図

るようにしております。今回、医療費の助成制度

を 18 歳以下に拡充するため、子ども医療費助成

事業の追加をいたしました。西予市の子ども医療

費の助成の経緯ですが、平成 24 年度から小学生

の入院医療費の助成拡充、平成 25 年度から中学

生の入院医療費の助成拡充、平成 30 年４月から

は、小中学生の通院医療費自己負担分に係る

2,000 円を超えた額の償還払いによる助成を開始
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いたしました。さらに、令和３年４月からは、小

中学生の医療費自己負担分について、現物給付に

よる全額助成に拡充しております。今回、18 歳

までの医療費無償化につきましては、令和３年度

に実施したまちづくり市民アンケートをはじめ、

子育て世代の保護者の方からの要望も多く寄せら

れており、また県内においても、18 歳以下の医

療費拡充は増加傾向にあることから、西予市にお

いても、令和５年４月から対象年齢の拡充を図っ

てまいりたいと考えております。 

子ども医療費の助成に係る事業費ですが、当初

予算では 1 億 339 万 6000 円となっておりますが、

そのうち、過疎対策事業債の対象となる事業費と

財源内訳について御説明をさせていただきます。

予算書と若干異なりますが、過疎対策事業の対象

となるということでよろしくお願いします。事業

費は 1 億 34 万円となります。財源内訳は、国庫

補助金である未熟児養育医療費国庫負担金が

94 万円、県補助金である未熟児養育医療費県補

助金及び乳幼児医療助成事業費県補助金 1580 万

3000 円、過疎対策事業債 2000 万円、その他財源

32 万円、一般財源 6327 万 7000 円となっており

ます。子ども医療費助成事業の拡充に伴う本計画

の変更について、過疎地域の持続的発展の支援に

関する特別措置法第８条の規定により議会の議決

をお願いするものでございます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

○河野委員長 

原井川課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 25 号「西予市過疎

地域持続的発展計画の変更について」原案に賛成

の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 28 分） 

○河野委員長 

再開を告げる。  （再開 午後２時 29 分） 

それでは、議案第 36 号「令和５年度西予市一

般会計予算」のうち政策推進課所管分を議題とい

たします。 

原井川課長の説明を求めます。 

○原井川政策推進課長 

それでは議案第 36 号「令和５年度西予市一般

会計予算」のうち政策推進課所管分の主な事務事

業と予算、またその概要につきまして御説明させ

ていただきます。歳入歳出予算につきまして、歳

出予算から御説明させていただきます。 

予算書 52 ページをお開き願います。2 款総務

費、1 項総務管理費、2 目文書広報費のうち、政

策推進課所管分は、広報広聴推進事業 1402 万

4000 円でございます。本事業は、広報せいよ作

成、行政情報番組の制作及び放送、市ホームペー

ジの保守、令和５年度から導入を予定しておりま

す情報発信アプリＬＩＮＥの構築保守に係る経費

となります。主な予算としましては、需用費のう

ち、印刷製本費の 720 万 6000 円につきましては、

毎月発行し、市内全戸へ配布している広報せいよ

の発行に関するものでございます。委託料の情報

関係委託料といたしまして、情報発信アプリＬＩ

ＮＥ初期構築費用として 75 万 9000 円、また、子

育て支援課が運用している、きずなメールのＬＩ

ＮＥアカウント変更のための費用が 18 万 7000 円

となっております。その他委託料 213 万 9000 円

につきましては、西予ＣＡＴＶで放送しています

行政情報番組の制作及び放映に係る委託料となっ

ております。使用料 330 万 9000 円の主なものは、

ＬＩＮＥ構築後のシステム使用料として 126 万

8000 円、市ホームページのシステム使用料

151 万 8000 円となっております。なお、経費財

源の一部に、広報せいよ友の会、年会費及び広報

せいよとホームページの広告掲載料を充当してお

ります。 

予算書 55 ページをお開き願います。5 目財産

管理費のうち、政策推進課所管分は、公共施設等

総合管理事業の 168 万 8000 円でございます。本

事業でございますが、平成 28 年度に作成した西

予市公共施設等総合管理計画や令和４年度に策定

した西予市公共施設個別施設計画に基づき公共施

設の譲渡や保全、除却を進めるための具体的な仕
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組みづくり等を行うこととしております。主な予

算といたしましては、公共施設個別施設計画のデ

ータ取り込み等のための公共施設マネジメントシ

ステム更新委託料 166 万 8000 円を計上しており

ます。 

予算書 59 ページをお開き願います。11 目情報

推進事業費のうち、まず、情報システム管理運用

事業 3 億 3078 万 2000 円は、行政事務の基幹シス

テムであります総合行政情報システムや戸籍シス

テム等、各業務システム及び西予市の本庁、支所、

出先機関等を結んでおります地域公共ネットワー

クシステムとそれぞれシステムを稼働させる機器

の保守を適切に実施することにより、継続して安

定稼働を図るものでございます。また法改正等に

対応するための各業務システムの改修や新規シス

テムの導入及び更新のほか、情報機器の導入など

も同事業において実施しております。その内訳の

主なものといたしまして、システム開発導入委託

料 3654 万 2000 円、情報機器保守点検委託料

4224 万 3000 円、システムリース料 1 億 122 万

1000 円、システム使用料 1 億 4099 万円のうち、

1 億 2545 万 7000 円、県市町ＤＸ推進会議協議事

業負担金 323 万 8000 円、地方公共団体情報シス

テム機構負担金 316 万 4000 円などであります。

なお、経費財源の一部に、国からの番号制度事業

交付金 310 万 1000 円、地方創生推進交付金

161 万 9000 円のほか、住基及び戸籍等の証明手

数料 1575 万 1000 円を充当しております。 

次に、ＣＡＴＶ整備事業 3 億 8286 万 1000 円で

ございますが、ＣＡＴＶの城川サブセンター、継

続費の２年目及び令和５年第 11 号補正予算にお

いて債務負担行為を設定し、単年度で施工する三

瓶サブセンターの放送通信機器の更新並びに惣川

サブセンター更新に伴う設計を行うものでござい

ます。事業費の主なものといたしまして測量設計

施工監理業務委託料 1260 万 1000 円、工事請負費

3 億 7026 万円であります。なお経費財源の一部

に市債、過疎対策事業債となりますが、3 億

4450 万円を充当しております。 

関連がございますので予算書 212 ページをお開

き願います。継続費についての事業の進捗状況等

に関する調書でございます。2 款総務費、1 項総

務管理費のＣＡＴＶ整備事業城川サブセンターに

つきましては、令和４年度予算におきまして、継

続費を設定し、令和４年度に 5272 万 8000 円、令

和５年度に 1 億 2645 万 1000 円、予算総額 1 億

7917 万 9000 円としておりまして、令和５年５月

末に完成する予定でございます。惣川サブセンタ

ーにつきましては、令和５年度に設計費として

462 万円、令和６年度に整備工事及び監理委託と

して 2065 万 9000 円、最終の令和７年度に整備工

事及び監理委託として 4862 万 2000 円、予算総額

7390 万 1000 円としておりまして、令和７年夏頃

に完成する予定でございます。なお、令和５年度

からの本事業惣川サブセンターの事業に関する継

続費設定につきましては、予算書９ページ第２章

継続費にも記載がございますので、後ほど御確認

いただいたらと思います。 

予算書 217 ページをお開きください。ＣＡＴＶ

三瓶サブセンター整備工事予算総額 2 億 4684 万

円の債務負担行為につきましては、当初の計画で

は、令和５年度から６年度の整備としておりまし

たが、前回の整備から 14 年が経過し、機器の老

朽化が進んでおり、また更新する機器のスムーズ

な調達を図るため、計画より１年前倒しとし、令

和５年度中に施工完了させるため、早期に着手す

るものとし、令和６年２月末に完了する予定でご

ざいます。 

予算書 59 ページにお戻りいただいたらと思い

ます。同じく、情報推進事業費の光伝送路維持管

理事業 4020 万 8000 円でございますが、この事業

は、市内全域に整備された光ケーブルの維持管理

を行うものでございます。その内訳の主なものと

いたしましては、光テーブルの移設張り替え等の

修繕料 1770 万円、ケーブル共架使用料 1543 万

4000 円、電柱用地借上料 500 万円などでありま

す。なお経費財源の一部に情報基盤施設貸付料

2728 万 7000 円、移転補償費 660 万円を充当して

おります。 

続きまして予算書 60 ページをお開き願います。

20 目復興推進費、復興支援事業 369 万 7000 円で

ございます。本事業は、平成 30 年７月豪雨災害

から５年目を迎える令和５年度におきまして、西

予市復興まちづくり計画に掲げました事業を着実

に推進するための必要な経費を予算計上するもの

でございます。予算の主なものといたしまして、

野村復興まちづくり計画に基づく、肱川河川周辺

部の整備に関して、市民とともに推進していくた
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めの予算、小中高校が取り組む復興まちづくりプ

ロジェクトの持続定着化のための予算、災害伝承

展示室を核とした防災減災学習事業、災害から学

ぶパッケージ学習の推進とこの学習事業を学校の

先生、教師自らが主体的に行える仕組みを構築す

るための予算となります。なお、経費財源の一部

に都市構造再編集中支援事業費国庫補助金 117 万

1000 円、市有地貸付料 7 万 1000 円、子ども教育

振興基金繰入金 10 万円、ふるさと応援基金繰入

金 200 万円を充当しております。 

次に予算書 70 ページをお開き願います。2 款

総務費、5 項統計調査費、2 目指定統計調査費

361 万 4000 円でございます。令和５年度の主な

指定統計調査としまして、令和５年住宅土地統計

調査、漁業センサスが実施予定であり、調査にか

かる経費、指導員、調査員の報酬、職員の時間外

手当、統計に係る消耗品費等を計上するものであ

ります。なお、財源は全額県からの委託金となっ

ております。 

次に予算書 76 ページをお開き願います。2 款

総務費、9 項企画費、1 目企画管理費でございま

すが、政策推進課所管分は６事業となります。ま

ず、企画政策庶務事業 246 万円でございますが、

当課所管の事務事業を効率的に推進するために必

要となる旅費や消耗品のほか負担金、コピー使用

料等の事務経費を計上するものでございます。 

次に、行政改革推進事業 275 万円でございます

が、限られた資源を有効に活用し、最少の経費で

最大の効果が上げられるよう行政経営システムを

核とした行政改革の推進及び総合計画の進行管理

等を進めていくものでございます。予算の内訳と

いたしましては、行政経営システムの運用業務委

託料 66 万円、システム使用料 209 万円となって

おります。 

続きまして、土地利用規制等対策事業 14 万円

でございますが、国土利用計画法では、土地の投

機的取引及び地価の高騰が国民生活に及ぼす弊害

を除去し、適正かつ合理的な土地利用の確保を図

るため、一定規模以上の土地取引について、土地

の利用目的を審査し、助言勧告により、その早期

是正を促す仕組みとなっております。本事業はそ

の事務経費を計上するものでございます。なお、

経費財源の一部に土地利用規制等対策費県補助金

13 万 9000 円を充当しております。 

おイネ賞事業でございますが 186 万円でござい

ますが、当事業につきましては、日本医師会や愛

媛県医師会、愛媛大学医学部等との御協力をいた

だき、医学研究や医療活動に対する女性医師等を

表彰するものでございます。令和４年度におきま

しては、３年ぶりに新型コロナウイルス感染症対

策として、規模を縮小し、表彰式と講演会を開催

いたしました。令和５年度につきましては、愛媛

県医師会と西予市の２者主催により開催したいと

計画をしております。主な予算につきましては、

表彰関連の経費 131 万円と講演会の関連経費

55 万円となっております。なお、経費財源とい

たしまして、全額おイネ賞事業基金を充当してお

ります。 

続きまして大学連携推進事業 483 万 7000 円で

ございますが、その内訳は、施設使用料 295 万

2000 円、市内の宿泊施設を利用した際の宿泊補

助金 28 万 5000 円のほか、大学が行う地域課題や

行政課題の解決に資する調査研究への補助金

150 万円、地域専門人材の輩出を目的として、愛

媛大学が実施いたします履修証明プログラムの開

講に関わる負担金として 10 万円の予算を計上し

ております。なお、経費財源の一部に地方創生推

進交付金 224 万円を充当しております。 

オフィス改革事業 13 万 3000 円でございますが、

この事業は、新たな課題や市民ニーズに対して柔

軟に対応するため、オフィス改革を行うものでご

ざいます。令和２年度から、新生活様式等を行政

サービス構築事業として、本庁舎のオフィス改革

を実施しているところでございますが、ハード事

業は終了し、令和４年度からソフト面の強化に取

り組んでおります。令和５年度も引き続き、職員

の意識改革や業務改革等につきまして、アドバイ

スをいただくため、講師にかかる費用弁償や宿泊

料を計上するものでございます。 

次に、予算書 200 ページをお開き願います。

13 款諸支出金、2 項基金費、1 目基金費のうち、

政策推進課所管分につきましては、事業概要欄に

記載しております。過疎地域自立促進特別基金事

業 27 万 2000 円のうち、3 万 2000 円及びおイネ

賞基金事業 7,000 円となりますが、各基金利息と

して積み立てるものでございます。 

続きまして歳入予算について御説明させていた

だきます。 
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予算書戻っていただきまして 28 ページをお開

き願います。14 款国庫支出金、2 項国庫補助金、

8 目総務費国庫補助金、1 節総務管理費国庫補助

金の番号制度事業交付金 310 万 1000 円につきま

しては、番号制度推進に関する中間サーバー運用

に係る経費や地方公共団体情報システム機構の番

号制度関連事務委託負担金に係る補助金となって

おります。同じく 2 節地域振興費国庫補助金の地

方創生推進交付金 4859 万 5000 円につきましては、

第２期地方版総合戦略の本格的な推進に向け、自

治体の自主的、主体的な取組で先導的な事業を支

援するものでございます。 

予算書 30 ページをお開き願います。15 款県支

出金、2 項県補助金、1 目総務費県補助金、2 節

地域振興費県補助金のうち、電源立地地域対策交

付金事業県補助金 440 万円につきましては、電源

地域で行われる公共施設整備や住民福祉の向上に

資する事業に対して交付され、発電用施設の設置

に関わる地元の理解促進等を図るものでございま

す。本市では、野村町惣川地区に設置されており

ます水力発電施設が交付要件を満たしており、昭

和 56 年度から補助金の交付を受けております。

同じく 3 節企画費県補助金 13 万 9000 円につきま

しては、土地利用規制等対策事業の事務に関する

要する経費に対し、前年度の土地取引に関する届

出件数の実績に基づきまして、交付されるもので

ございます。 

予算書 34 ページをお開き願います。15 款県支

出金、3 項委託金、1 目総務費委託金、5 節統計

調査費委託金 361 万 4000 円につきましては、令

和４年度に実施する指定統計調査に関する委託金

でございます。16 款財産収入、1 項財産運用収入、

1 目財産貸付収入、1 節土地建物貸付収入の市有

地貸付料 1845 万 1000 円のうち、野村大橋架替工

事に伴う工場移転先の定期借地料 7 万 1000 円を

計上するものでございます。同じく 2 節情報基盤

施設貸付料 2728 万 7000 円につきましては、民間

業者に貸出している光ケーブルの伸線等の貸付料

でございます。 

35 ページをお開き願います。同じく 2 目利子

及び配当金、1 節利子のうち、政策推進課所管分

の預金利子につきましては、地域振興基金利子、

過疎地域自立促進特別基金利子、おイネ賞事業基

金利子となっております。 

予算書 37 ページをお開き願います。18 款繰入

金、2 項基金繰入金でございますが、政策推進課

所管分につきましては、18 目地域振興基金繰入

金 1 億 2200 万円となりますが、これは西予市地

域振興基金の一部を取崩し、西予市民の連帯強化

または地域振興に要する経費の財源に充当するも

のでございます。同じく 22 目過疎地域自立促進

特別基金繰入金 6964 万 2000 円につきましては、

西予市の重要な課題の一つであります地域医療の

確保に要する経費の財源に充当するものでござい

ます。 

38 ページをお開き願います。同じく 24 目おイ

ネ賞事業基金繰入金 186 万円につきましては、令

和５年度に開催を予定しております、おイネ賞事

業に要する経費の財源に充当するものでございま

す。 

予算書 42 ページをお開き願います。20 款諸収

入、5 項雑入、4 目雑入、2 節総務費雑入のうち、

政策推進課所管分につきましては、拡幅工事など

により、光ケーブルを移転する場合に請求してい

る光ケーブル移転補償費 660 万円、次のページ

43 ページとなりますが、広報せいよ及び西予市

ホームページへの広告掲載料合わせて 103 万

2000 円、広報せいよ友の会の年会費 9 万 5000 円

を計上しております。 

予算書 45 ページをお開き願います。21 款市債、

1 項市債、1 目総務債、1 節総務管理債のうち、

ＣＡＴＶ整備事業 3 億 4450 万円は、歳出で説明

させていただきました城川・三瓶・惣川の各サブ

センター整備工事に充当する市債でございます。 

以上、政策推進課所管分の説明とさせていただ

きます。よろしく御審議を賜り、御決定ください

ますようお願いいたします。 

○河野委員長 

原井川課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○源委員 

予算書 59 ページ情報推進事業費に関連してと

いうか、今回多分事務事業の整理整頓で去年また

電算管理費が多分加えた数字なんで上がってるん

だろうと思ったんで、要はここにケーブルテレビ

の今回整備事業だったりとか電算の分が乗っかっ

てきてると思うんですけど、ちょっと前の予算書
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っていうか、４、５年前の予算書から見ると、電

算管理費が非常に高額化していると、これは多分

我が西予市だけじゃなくて各自治体の悩みの種で、

国が今旗を振って、もう早や２年後までにガバメ

ントクラウドに移行すると、もうあと２年しかな

いわけですよ。目指すのはそこまでにするってい

う話と、かかる経費部分の３割削減を目標にする

と。本当にできるのかなってちょっと思うとこあ

るんですけども実際、令和５年度が終わると残り

１年、その中でどういった形でなかなかまだデジ

タル庁とか、総務省のほうから情報的なことはお

りてきてないと思うんですけれども、分かる範囲

で、確かにこれケーブルテレビ除いても毎年４億

円近く、特に廃目になったけど電算管理費が近年

非常に高くなってるという印象はあったんですけ

れども、その辺りについて見通しをお願いしたい

と思います。 

○原井川政策推進課長 

源委員が言われるガバメントクラウドのことか

と思っておりますが、詳細につきましては情報推

進室上甲室長から答弁をさせていただいたらと思

います。よろしくお願いします。 

○上甲情報推進室長 

ただいまの源委員の質問にお答えさせていただ

きます。ガバメントクラウドにつきましては

2025 年度までに、国は全自治体移行をするとい

うことが原則で決められておりまして、今デジタ

ル庁とか総務省とか、各省庁が標準化に向けて仕

様書を作成したりというふうなことで、日々、仕

様書のバージョンが改定をされていて動いてると

いう状況です。また、昨年度、全国で数自治体先

行事業で試験的にガバメントクラウドに乗っかっ

て試験をしてみたところの結果がようやく今公表

されていて、出ている状況で思ったほど経費が下

がっていないというふうなのが現状でございます。

ただ回線費用がどちらが持つのかとか、細かいカ

スタマイズをどうするのかとかっていうところま

だ明確に決められていないというふうな状況、ま

た責任分界点がどこまであるのかっていうふうな

ところも、まだ正式にデジタル庁からも出ていな

いという状況でございます。またクラウドの事業

者自体は日本の事業者でなく海外のアマゾンとか、

グーグルとか、マイクロソフト、オラクルとかっ

ていう海外の事業者になって非常にもともと高額

な事業者になって費用が高くなっているというの

が今現状になっておりまして、国がどこまで負担

をしていただいて、地方がどこまで負担をするの

かっていうなところがまだ明確に出てきていない

ため、費用の試算が出来ていないというふうなの

が現状でございます。 

○源委員 

直接、大きな予算案とはかかわりがないとは言

いませんが、ちょうど西予市の第二次総合計画が

恐らく令和６年度までになってると思いますで、

前回は結構長期間にわたって、一般事業者に委託

するんではなくて、つくり上げたという経緯があ

ったんですが、実際その総合計画つくるつくらな

いっていうのはもう自治体の判断になっててつく

るんだったら条例つくってやるんだと思うんです

けれども、その辺りについてはどのように、お考

えなのかお願いします。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後２時 56 分） 

○河野委員長 

再開を告げる。  （再開 午後２時 58 分） 

○原井川政策推進課長 

ただいまの源委員の御質問にお答えいたします。

総合計画につきましては、おっしゃられたとおり

令和６年度までの計画となっておりますが、それ

以降の第三次となりますが、西予市の総合計画を

どう策定していくのか等の詳細につきましては、

現況まだ決まっていないというのが現状でござい

ますので、今後、理事者を含めて、随時協議をさ

せていただいたらと思います。 

○加藤副委員長 

30 ページの総務費県補助金のところの地域振

興費県補助金で、電源立地地域対策交付金事業費

県補助金 440 万円なんですけれども、これは説明

では野村にある水力発電施設ということだったん

ですけれども、もう少し詳細を教えていただきた

いのと、西予市にはこの施設だけというようなこ

とを今説明があったようなんですけれども、ほか

に、水力発電ではないと駄目というか何か決まっ

ているんですか。ちょっとよく分からないとこの

事業のことが教えていただきたいんですけれども。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時０分） 

○河野委員長 
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再開を告げる。  （再開 午後３時２分） 

○原井川政策推進課長 

ただいまの加藤委員の御質問でございますが、

電源立地地域対策交付金事業費県補助金 440 万円

につきまして、対象は惣川地区の舟戸の水力発電

ということになってございます。先ほど説明いた

しましたとおり、昭和 56 年野村町時代から対象

ということで、その分の交付金をいただいており

まして、惣川地区の地域住民の方とか、生活福祉

向上のために活用をさせていただいております。

そのほか建設課の予算ともなりますが、原子力発

電についての交付金についても対象となっており

まして、橋梁の改修等も行っております。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 36 号「令和５年度

西予市一般会計予算」のうち政策推進課所管分に

ついて、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により、当委員会としては、原案どお

り可決することに決しました。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。 （休憩 午後３時４分） 

 

【消防本部】 

○河野委員長 

再開を告げる。  （再開 午後３時 11 分） 

これより、消防本部の審査を行います。 

審査に先立ちまして、酒井消防長より挨拶をお

願いいたします。 

○酒井消防本部消防長 

酒井消防長が挨拶を行う。 

○河野委員長 

それでは、議案第 21 号「西予市消防手数料条

例の一部を改正する条例制定について」を議題と

いたします。 

山本課長の説明を求めます。 

○山本防災課長 

それでは、議案第 21 号「西予市消防手数料条

例の一部を改正する条例制定について」御説明い

たします。 

現在、当消防本部では、罹災証明書及び救急搬

送証明書の交付申請があった際に、西予市消防手

数料条例にのっとり、手数料 300 円を徴収し、交

付している状況でございます。交付の手続といた

しましては、証明書の交付申請があった際に、消

防本部において手数料の納付書を発行し、手数料

の払込みを完了後に証明書を交付している状況で

ございます。 

今回の改正は、罹災者等への交付手続を簡素化

することを目的として、消防に関する証明のうち、

罹災証明書及び救急搬送証明書の発行手数料を不

要とするものでございます。 

よろしく御審議の上、御決定くださいますよう

お願いいたします。 

○河野委員長 

山本課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

今回の改正で手数料が不要となるっていうこと

での説明でしたが、この救急搬送証明あたりを月

にどのくらい発行されてたのかっていうのが分か

るようだったら説明お願いします。 

○山本防災課長 

佐藤委員の御質問にお答えいたします。過去５

年間で推移しておりますけども、救急搬送証明に

ついては、過去５年間で２件となっております。

なお、火災の罹災証明については、28 件となっ

ております。 

○佐藤委員 

私自体がもう少し多いのかなって思ったら、５

年間で２件ぐらいっていうことだったら、手数料

が、300 円辺りを不要としても関係ないのかなと

思ったところです。意見になってしまいましたが

申し訳ありません。 

○加藤副委員長 

ちょっと分からないので教えていただきたいん

ですけれども、この救急搬送証明っていうのはど

ういうときに必要になるということで考えたらい

いんでしょうか。 

○山本防災課長 

救急の場合の搬送証明書になりますけども、交

通事故であったり救急、急病であったり、そうい
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った搬送した場合に、保険会社等に提出を求めら

れる場合がございます。その場合に代理申請をし

て、申請をされるものになります。 

○中村委員 

今回これ無料とするとこの２件について、これ

は何かきっかけがあって、こういうような形にな

ったのか、近隣の市や町でも同じような取扱いを

しているかどうか。その辺、どういうわけで今ま

でしてなかったのに、急にと言ったら怒られます

けれども、その時期がきたのかなと思いますけれ

どもどういうわけでしょうか、原因があるわけで

すか。 

○山本防災課長 

中村委員の御質問にお答えいたします。手数料

の徴収については、罹災者に対し、複雑な事務手

続となっておりまして、また県内の消防本部にお

いても手数料を不要としている消防本部が多く見

受けられましたことから、不要とさせていただき

ました。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 21 号「西予市消防

手数料条例の一部を改正する条例制定について」

原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により、当委員会としては原案どおり

可決することに決しました。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時 19 分） 

○河野委員長 

再開を告げる。  （再開 午後３時 20 分） 

それでは、議案第 36 号「令和５年度西予市一

般会計予算」のうち消防本部所管分を議題といた

します。 

宇都宮課長の説明を求めます。 

○宇都宮消防総務課長 

それでは議案第 36 号「令和５年度西予市一般

会計予算」につきまして、予算書に沿いまして、

消防本部所管分を御説明させていただきます。 

予算書の 12 ページをお開き願います。歳入歳

出予算事項別明細書の歳出の分でございますが、

9 款消防費、本年度予算額 17 億 3033 万 3000 円、

前年度予算額 18 億 8264 万円、前年度比較 1 億

5230 万 7000 円の減となっております。財源内訳

といたしまして、国県支出金 287 万 6000 円、地

方債 6 億 1550 万円、その他 6985 万 2000 円、一

般財源 10 億 4210 万 5000円となっております。 

続きまして、154 ページをお開きください。

9 款消防費、1 項消防費、1 目常備消防費でござ

いますが、本年度予算額 7 億 6981 万 4000 円、前

年度予算額 7 億 4943 万 5000 円、前年度比較

2037 万 9000 円の増でございます。この 1 目の常

備消防費では、事業概要に示しています事業に分

けて実施をしておりますので、事業ごとに御説明

をさせていただきます。 

まず、常備消防管理運営事業 1801 万 7000 円で

ございますが、消防車両等の燃料費、消防庁舎の

修繕費や光熱水費など、一般庶務に関する経費等

を計上するものであります。次に、消防職員教育

研修事業 950 万円でございますが、消防業務に必

要な資格、また、知識や技術を習得するために必

要な経費として、研修負担金、旅費等を計上する

ものであります。今年度の主な研修は、救急救命

士２人、消防大学校予防課１人、消防学校初任科

５人、そのほか専科教育課程に入校する予定とし

ております。 

次に、八幡浜地区施設事務組合負担金事業 1 億

7955 万 6000 円でございますが、内訳といたしま

して、一般会計負担金 537 万 1000 円、消防特別

会計負担金 1 億 7418 万 5000 円を計上するもので

あります。 

次に、消防吏員制服等対応事業 673 万 4000 円

でございますが、消防吏員や准救急隊員の制服、

活動服、救助服、救急服等を順次更新するための

経費を計上するものでございます。 

次に、常備消防車両維持管理事業 409 万

3000 円でございますが、消防車、救急車等 20 台

の車両のうち、車検 11 台、法定点検 19 台及び修

繕に要する経費を計上するものであります。 

次に、消防通信施設維持管理事業 919 万

3000 円でございますが、消防無線や 119 番を受

け付ける通信指令台の保守点検料、ＮＴＴなどの

回線使用料及び修繕料などの費用を計上するもの

でございます。 
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次に、消防活動業務事業 1157 万 3000 円でござ

いますが、消防活動や救助活動に使用するホース

やロープなど、救急活動に使用する医薬品などの

購入費及び機械器具の修繕料や点検料などの維持

管理費を計上するものであります。 

次の職員給与費につきましては、本庁総務課の

所管事務でございますので、説明を省かせていた

だきます。 

続きまして 157 ページをお開き願います。 

2 目非常備消防費、つまり、消防団に係る費用

でございます。本年度予算額 1 億 6194 万 5000 円、

前年度予算額 1 億 6533 万 9000 円、前年度比較

339 万 4000 円の減でございます。この非常備消

防費につきましては、三つの事業に区分しており

ます。事業概要を御覧ください。まず、消防施設

整備費補助金事業 100 万円でございますが、これ

は地元等が独自で行う軽微な消防施設の設置、修

繕等と消火栓関連備品の購入についての補助とな

ります。 

次に、消防団管理運営事業 1 億 4500 万円でご

ざいますが、主なものは消防団員の報酬や装備品

などの管理費と消防団車両の車検、修繕料、燃料

費及び機械器具の維持管理費、出初式などの行事

の運営費となります。次の、職員給与費につきま

しては省略させていただきます。 

続きまして 158 ページお開き願います。3 目消

防施設費でございます。本年度予算額 6 億

8518 万円、前年度予算額 8 億 4073 万円、前年度

比較 1 億 5555 万円の減でございます。この消防

施設費につきましては、四つの事業に区分をして

おりますので、事業概要を御覧ください。まず、

消防水利整備事業 160 万円でございますが、消火

栓の設置や移設費用として概算計上するものであ

ります。 

次に、消防団施設整備事業 3257 万 9000 円でご

ざいますが、消防詰所新設工事が、高山分団１カ

所と下宇和分団２カ所の解体工事経費を計上する

ものであります。なお、財源の一部は、緊急防災

減災事業債を予定しております。 

次に、消防本部署庁舎建設事業 6 億 2380 万円

でございますが、建設工事費や造成工事費及び通

信機器、実施設計等の経費を計上するものです。 

次の野村支署庁舎建設事業 2720 万 1000 円でご

ざいますが、解体工事費等の経費を計上するもの

であります。なお、庁舎建設における財源の一部

は、合併特例事業債を予定しております。 

159 ページの 4 目災害対策費につきましては、

危機管理課の所管事務でございますので、説明を

省略させていただきます。 

以上、令和５年度西予市一般会計予算消防本部

所管分についての説明とさせていただきます。御

審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○河野委員長 

宇都宮課長の説明は終わりました。 

これより質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

○中村委員 

154 ページの消防職員教育研修事業ということ

で 950 万円。先ほど、人数、内訳に準じていろい

ろ人数も説明いただいたわけですけれども、今の

消防本部もまた新しく移転する、消防本部のとこ

ろも同じですけども出動するに当たっては、

56 号線を利用しないとなかなか利用が難しいわ

けですけど震災などあったら、常識的に見て、老

朽家屋とか、電柱とかいろんなものが道路に倒れ

てくるわけですけれども、そういう道路を通れる

ようにするのはそれは道路管理者の責任と言えば

そうなんですけども、実際そこまで手が回りかね

るんかなと思うわけですけれども、消防署の職員

が特殊車両を使ってそういうものを移転すると、

取りあえず救急車とか消防自動車が通れるように、

大洲河川国道事務所が来てのけてくれるまでに、

そういう道路警戒作業をするというような形の体

制は、とられておるんですか。その辺はどうなる

んですかね。 

○宇都宮消防総務課長 

中村委員から御質問ございましたが、道路改良

とか、そういったものの計画はちょっと今のとこ

ろは考えておりませんが、必要に応じて今後また

車両が通れんとかそういう災害等で問題が出てく

るようであれば、また検討協議を行い、順次取り

組む必要があれば取り組むこととしなければなら

ないと思います。 

○中村委員 

必要があればというて言われますけども、必ず

震災が来れば必要になると思います。それは

56 号線が、あのままできちんと通れるとは誰し

も思ってないと思います。ですから、その辺は、
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国土交通省の大洲河川国道事務所などと協議を進

めながら、やはり役割分担を持って、そういう一

本の電柱が倒れとってもこれなかなか通れないわ

けですのでね。その辺の協議は進めておられるん

ですかね。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時 34 分） 

○河野委員長 

再開を告げる。  （再開 午後３時 36 分） 

○宇都宮消防総務課長 

今ほど中村委員から御心配された、災害時の道

路の件なんですけれども、うちのほうとしては、

建設業者との協定を結んでおり、災害においては、

そういう提携書結んでおって災害には対応してい

ただくような約束は出来ております。具体的な業

者の名前などはちょっと今、関係書類を持ち合わ

せておりませんので、また後ほど改めて報告させ

ていただきたいと思います。 

○加藤副委員長 

154 ページの常備消防費なんですけれども、そ

の中の常備消防管理運営事業 1800 万円なんです

けれども、その中の修理とか光熱費ということだ

ったと思うんですけれども、光熱費はどれぐらい

を見込まれているのかお伺いいたします。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時 37 分） 

○河野委員長 

再開を告げる。  （再開 午後３時 39 分） 

○宇都宮消防総務課長 

ただいま加藤委員からの御質問にお答えいたし

ます。概算でございますけれども、光熱水料の中

に電気料が 731 万 8000 円、水道料の 48 万円でご

ざいます。 

○佐藤委員 

ページ 154、消防通信施設維持管理事業 910 万

円ほど出てる部分で説明では、指令台等の保守点

検代っていう、点検料も含んでるっていうふうな

ことを言われておりました。多分、今現在使われ

てる指令台っていうのは、10 年以上経って老朽

化をしてると私は聞いているんですが、それにつ

いては新庁舎が令和７年４月にオープンするまで

もつのかどうかっていうふうなところはどのよう

な感じで思われてるのか。例えば、壊れたら新た

にやり替えをされるのか、それとも令和７年４月

までは、この指令台をずっと使われるのか。その

辺のところ説明をお願いいたします。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時 41 分） 

○河野委員長 

再開を告げる。  （再開 午後３時 41 分） 

○宇都宮消防総務課長 

通信室の担当でございます防災課長からお答え

をいたします。 

○山本防災課長 

先ほどの佐藤委員からの御質問にお答えいたし

ます。１年間で、消防緊急通信指令施設保守点検

委託料としまして、予算を組んで点検をして保守

をしているところでございます。その保守の中で

不備があった場合には、次年度の当初予算に計上

しまして、維持をして業務を推進しているところ

でございますが、令和５年度におきましては、消

防救急デジタル無線の回線の多重化というところ

の装置が修繕が必要でありまして、54 万円ほど

を計上しているところでございます。 

○佐藤委員 

今、使われてる指令台については、何年ぐらい

使用されてる指令台を使われてるわけですか。 

○河野委員長 

暫時休憩を告げる。（休憩 午後３時 43 分） 

○河野委員長 

再開を告げる。  （再開 午後３時 44 分） 

○宇都宮消防総務課長 

ただいまの佐藤委員の御質問でございますが、

現在約 15 年経過しております。現在は代替機を

使用しながらもたしている状態でございます。令

和７年度まではもたして、継続して使う予定でご

ざいます。 

○佐藤委員 

もう一つ、消防吏員の制服の貸与事業を 673 万

4000 円ほど計上されておりますが、今、消防吏

員に貸与してる制服っていうのは、何年とか、使

用期間っていうのがあるのかどうか、何年ごとに

交換するとか、多分、消防の服、レスキューの服

とかいろんな服があるだろうと思うんですが、そ

こらあたりの交換時期的なものはどういった感じ

になっているかを説明お願いします。 

○宇都宮消防総務課長 

ただいま御質問ありました交換時期ということ
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でございますけれども、耐用年数は通常５年とい

われておりますが、使い方とか、使用方法によっ

ても、変わりますけれども、一応、職員活動服に

しては５年以上の職員を更新する計画でおります。 

○佐藤委員 

５年での交換ということでしたが、多分、出動

したときの、破けが出たりとかっていうふうなこ

とが出てくるだろうと思うんですよね。そういっ

たときっていうのは、それはもう繕いながらこう

やって５年間もたすっていうような形で、されて

るんですか、それとも、これはもうどうしようも

なくなったなっていうことで、交換をしてあげる

のかその辺りはどうなんでしょう。 

○宇都宮消防総務課長 

ただいまの御質問でございますが、できるだけ

修繕をしながら、もつようにはしておりますけれ

ども、どうしても安全管理上、どうしてもこれは

無理だというようなことであれば、上部で審査を

し、それで交換もするようにしております。 

○河野委員長 

ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○河野委員長 

それでは、以上で質疑を終結といたします。 

お諮りいたします。議案第 36 号「令和５年度

西予市一般会計予算」のうち消防本部所管分につ

いて、原案に賛成の委員の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○河野委員長 

挙手全員により当委員会としては、原案どおり

可決することに決しました。 

以上をもちまして、消防本部の審査を終わりま

す。本日の審査は終わりましたので以上で散会し

ます。 

 

散会 午後３時 47 分 

 

西予市議会委員会条例第 30 条第１項の規定に

よりここに署名する。 

 

西予市議会総務常任委員長 

 

河野 清一 


